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１．計画の概要 

(１)計画の背景と目的 

①計画の背景 

由布市では、大分自動車道や国道 210 号等が整備され、挾間地域・庄内地域・湯布院地域お

よび他都市を結ぶ道路ネットワークが形成されています。 

鉄道は由布院駅をはじめ、市内に 8 つの駅を有し、JR 久大本線が運行しています。バス交通

としては、高速バスや路線バス、九州産交バスが運行する定期観光バス等があり、タクシーは大

分県タクシー協会に加盟している事業者が 4 社あります。このほか、市が運行主体のコミュニ

ティバス（ユーバス）が計 31路線（地域内を運行する 24路線、スクールバス 4路線、3地域を

結ぶシャトルバス 3 路線）あります。これら交通サービスにて、市内を概ね網羅する形で、放

射状･面的に公共交通ネットワークが形成されています。 
 

全国的な傾向と同様、由布市においても自家用車利用の拡大や人口の減少などを背景に、路

線バスの利用者は減少傾向が続いており、また、令和 2 年 2 月ごろからの新型コロナウイルス

の感染拡大によっても大きな打撃を受けています。 

しかし一方で、急速に進行する高齢化や、コンパクトなまちづくりの推進の必要性などを背

景に、公共交通に求められる役割は今後ますます大きくなっていくものと考えられます。 
 

由布市では、このような社会の情勢や環境の変化に対応していくため、由布市総合計画では

「地域自治を大切にした、住み良さ日本一のまち」に向けたまちづくりを進めていくこととし、

その実現に向けて“安心して暮らせる地域社会の創造”などの施策目標を掲げています。このま

ちづくりを実現するために由布市の公共交通は、高齢者の生きがいづくり・健康増進・買い物支

援等のまちづくりの課題解決のほか、定住・交流の促進等の役割を担っていく必要があります。

まち全体の利益向上・持続性向上に繋がるような、由布市らしい“身の丈に合った持続的な地域

公共交通網”を地域全体で創り上げ、守り・育てることを目指して、「由布市にとって望ましい

公共交通のすがた」を明らかにする地域公共交通の基本計画となる「由布市地域公共交通網形

成計画」を策定（平成 30 年 1 月）し、地域住民の生活の基盤となる生活交通を確保するため、

国の制度等を活用した地域公共交通の維持・改善に努めてきました。 
 

今後、人口減少や高齢化がさらに進行し、これまでどおりに路線バスやコミュニティバスを

中心とした公共交通ネットワークを維持していくことは難しくなることが懸念されます。高齢

者をはじめとする住民の日常生活に必要な移動を確保するとともに、観光･交流の促進などによ

り、まちの活力の維持･利便性向上を図っていくためには、需要や利用者の特性にあわせて交通

体系を再構築することで効率性を高め、持続可能で住民等にとっても利用しやすい交通環境を

形成していくことが必要不可欠です。 
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②計画の目的 

「由布市地域公共交通計画」は、地域が目指す将来像を実現していくための公共交通のあり

方を検討し、将来にわたって住民の生活を支える“持続可能な公共交通体系”の構築に向けたマ

スタープランとなるものであり、本計画に基づき、行政･交通事業者や公共交通利用者はもとよ

り、地域住民や地域活動団体、各種企業などが一丸となって、効果的･効率的な施策連携を推進

し、共創による「地域がデザインする地域の交通」の構築を目的としています。 
 

なお、令和 2年 11月に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」が改正され、地方公

共団体が中心となって、まちづくりなどの関連分野とも連携しながら、面的な公共交通ネット

ワークの構築や、地域の実情に応じた持続可能な交通の実現に向けた指針として「地域公共交

通計画」を策定することが地方公共団体の努力義務となっています。 

 

③計画の検討フロー 

本計画における検討フローは図 1の通りです。 

 

図 1 計画の検討フロー 

  

平成30年に策定した計画の事業実施状況の検証及
び評価指標の達成状況を評価しています。

由布市地域公共交通網形成計画の評価【第9章参照】

地域の特性（人口、移動特性等）や地域内の
公共交通の運行・利用状況を整理しています。

由布市の概況整理【第2章参照】

上位・関連計画から由布市の目指すべき地域の将来像を検討
した上で、公共交通に求められる役割を整理しています。

上位・関連計画の整理【第1章(3)参照】

当該計画策定にあたり、以下ニーズ調査を実施しました。
●ユーバス利用者アンケート
●高校生・中学３年生保護者アンケート
●交通事業者ヒアリング
●庁内関係者ヒアリング
●主要施設ヒアリング
●主要施設利用者ヒアリング

地域交通に関する実態、ニーズ把握・分析【第8章参照】

由布市の現状を踏まえ、課題解決に向けた公共交通のあり方（基本方針）や、計画の目標、多様な主
体や関連分野との連携･協働の考え方を整理しました。

由布市公共交通に関する方針整理【第4章参照】

計画の目標を達成するための具体的な事業･施策、実施スケジュール・実施主体、取り組みの効果を
定量的に評価する指標、評価方法、進捗管理手法などを整理してとりまとめました。

由布市地域公共交通計画の策定【第5章、第6章参照】
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(２)計画の対象区域と計画期間 

①計画の区域 

本計画は、由布市の行政区域全域を対象とします。 

また由布市は平成 17年に挾間町、庄内町、湯布院町が合併してできた市であり、現在由布市

は大きく挾間地域、庄内地域、湯布院地域の 3地域に分けられます。 

なお、計画区域内には市内の移動に対応する役割を担う「地域内フィーダー系統（支線）」と

して国庫補助対象となっている系統が含まれており、鉄道や複数のバス路線より公共交通ネッ

トワークが形成されています。 

 

図 2 由布市地域公共交通計画の対象区域 

資料：(c)Esri Japan,Esri Japan,Esri,HERE,Garmin,INCREMENT P,USGS,NGA 

 

②計画期間 

本計画の計画期間は、令和 6年 4月から令和 11年 9月までとします。 

なお、計画期間内においても施策の進捗状況や目標の達成状況などを継続的に確認し、必要

に応じて計画の見直しを行います。また、計画の最終年度となる令和 10年度には、計画期間全

体における施策の進捗確認や効果検証を実施し、次期計画の策定を行います。 

 

  

由布市

庄内地域
（旧庄内町）

挾間地域
（旧挾間町）

湯布院地域
（旧湯布院町）
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(３)関連計画の概要 

本市では、国の基本方針に従い、平成 30年 1月に「由布市地域公共交通網形成計画」を策定し

ています。地域公共交通の活性化に関する法律の改正を受け、今回、令和 6年 4月から令和 11年

9月を計画期間とした「由布市地域公共交通計画」を策定します。 

 

図 3 関連計画の概要図 
 

由布市の公共交通と特に関連が高い分野について、各種計画から公共交通に関連する部分を

抜粋することで、各分野における公共交通への期待と共創に向けた施策展開検討のため整理を

しました。 

  

由布市地域公共交通計画 (令和6年4月～令和11年9月)

由布市地域公共交通網形成計画をさらに対象や内容、位置付け、実効性確保等を拡充

今回の策定する計画

第二次由布市総合計画
(平成28年度～令和7年度)

地域自治を大切にした

住み良さ日本一のまち・由布市

交通政策基本法
(平成25年12月施行)

地域公共交通の活性化及び
再生に関する法律の改正

(令和2年11月施行・令和5年10月施行)

由布市地域公共交通再編実施計画

地域公共交通網形成計画を実現するための実施計画

由布市地域公共交通網形成計画
（平成30年度～令和4年度）

「由布市にとって望ましい公共交通のすがた」を明らかにするマス

タープラン（ビジョンと事業体系を記載）

関連分野における
公共交通への期待

由布市都市計画マスタープラン

由布市立地適正化計画

由布市総合戦略～第2期版～

由布市観光基本計画～第2期～

大分県中部圏地域公共交通計画

大分県中部圏地域公共交通利便増
進実施計画

大分県新広域道路交通計画

第4期由布市地域福祉計画・地域福
祉活動計画

第2期大分都市広域圏ビジョン

地域公共交通の活性化及び
再生に関する法律の改正

(平成26年11月施行)
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① 第二次由布市総合計画（平成 28年 3月） 

重点プラン２として「みんなで守り育てる公共交通活性化プロジェクト」と位置づけられ、公

共交通利用に対する市民意識の向上や、新たな交通モードの導入、他分野と連携した移動支援

等を実施することで、持続可能な公共交通体系を実現すると定められています。 

 

 

 

 

 

②由布市総合戦略～第 2期～（令和 2年 3月） 

基本目標 4 の施策②として「みんなで守り育てる公共交通活性化プロジェクト」と位置付け

られ、適宜利用者のニーズに応じた路線、ダイヤ等の工夫を図り、高齢者の生きがいづくり事業

等とタイアップすることによりコミュニティバスの利用者増加を目指し、収支率が改善しない

路線は、新たな交通モードへの切り替えに向けた検討を進めると定められています。 

 

 

 

③由布市立地適正化計画（令和 6年 4月） 

施策 3 として「公共交通ネットワークに係る施策」と位置付けられ、鉄道や路線バス等の連

携による公共交通ネットワークの強化や複合的な交通施設の集約、交通結節機能の強化、ニー

ズに応じた公共交通の見直しを図ると定められています。 

 

 

 

 

④由布市都市計画マスタープラン（令和 6年〇月） 

方針 2 として「交通体系の整備方針」と位置付けられ、挾間、庄内、湯布院による 3 つの地

域拠点を中心とし、個性と活力にあふれたまちづくりを進めるため、都市間および各地域拠点

間、さらに各地域における地域拠点と周辺地区間を連携する道路の機能強化と、身近な生活道

路の改良を進めていくことに加え、自動車を利用出来ない方の貴重な移動手段でもあり、環境

にも優しい公共交通について、サービス向上やバリアフリー化などにより利用促進を図り、そ

の維持に努めていくと定められています。 

 

 

 

 

  

 超高齢社会への対応として、道路施設や公共交通のバリアフリー化が期待されます。 

 都市間、地域間交流を支える主要幹線道路、幹線道路での防災性、安全性、快適性にむけ

た整備が実施されることで、個性と活力にあふれたまちづくりの促進が期待されます。 

 地域の実情に沿った新たな公共交通の創出が期待されます。 

 市が取り組む様々な事業との連携を行うことで、まちづくりと一体となった公共交通の実

現が期待されます。 

 高齢者の生きがい事業や健康事業との連携推進により、まちづくりと一体となった公共交

通の実現が期待されます。 

 乗換等の交通結節機能の強化が期待されます。 

 地域での助け合い交通など、地域の実情に沿った新たな公共交通の創出が期待されます。 

公共交通利用促進に向けた各種施策の展開やイベントの実施によって、利用者の増加が期

待されます。 

庁内外の様々な分野と連携、補完しあうことで、公共交通だけでは満たせない市民ニーズ

に対応できるようになることが期待されます。 
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⑤由布市観光基本計画（令和 4年 2月） 

総合プロジェクト 3 として「観光交通マネジメント推進プロジェクト」と位置付けられ、由

布市の魅力をより深く感じてもらうための“おもてなし”の一環として、「観光交通計画」を策

定し、観光交通による渋滞緩和や通過交通排除、市内での観光客の分散と市内移動手段の確保

等を行い、観光客・住民双方に対して、まち歩き・畦道や高原散策・山登りなど多様な“歩く楽

しみ”を提供できる環境の整備等を図ると定められています。 

 

 

⑥第 4期由布市地域福祉計画・地域福祉活動計画（令和 5年 3月） 

基本目標 4 として「安全・安心なまちづくり」として位置づけられ、高齢者や障がいのある

人をはじめとして全ての市民が安心して快適に暮らせるよう、ユニバーサルデザインやバリア

フリーの考え方に基づいた生活環境の計画的な整備に取り組むと定められています。 

 

 

 

⑦大分県中部圏地域公共交通計画（令和 5年 4月） 

基本方針として「市町村との連携のもとで、大分県の生活や経済活動の基盤を支える公共交

通ネットワークの構築」と位置付けられ、「広域移動を担う公共交通ネットワークの利便性向上」

「変化する移動ニーズに対応した輸送資源の最適化」「利用者・事業者・自治体協働による持続

性の向上」の 3つが計画の目標として定められています。 

 

 

 

 

 

⑧大分県中部圏地域公共交通利便増進実施計画（令和 5年 4月） 

利便増進を図る内容として「公共交通オープンデータの作成」と位置付けられ、乗合バスの運

行情報を GTFS-JP の形式でオープンデータとして公開し、県内路線バスの運行情報について地

図アプリや経路検索サイト等の多様なサービスへの反映を図り、利用者の増加に繋げると定め

られています。 

 

 

 

  

 生活交通と観光交通の両面を確保することで、地域内の交流促進に向けた移動を支える役

割が期待されます。 

 福祉バスの運行等による、高齢者や障がいのある人の移動支援が期待されます。 

 ユニバーサルデザインやバリアフリーの考え方に基づいた道路や公共施設等の整備が期

待されます。 

 運行情報が公開されることで利便性が上がり、公共交通の利用者が増加することが期待さ

れます。 

 輸送人員の低下やバス利用頻度の減少を食い止め、公共交通の人口カバー率の向上が期待

されます。 

 公共交通事業および公的輸送資源全般に係る財政負担額の維持・縮小が期待されます。 

 公共交通への理解の醸成および公共交通への転換の促進が期待されます。 
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⑨大分県新広域道路交通計画（令和 3年 6月） 

新たな広域道路ネットワーク整備の考え方として「来のモビリティ等への備えと道路ネット

ワークの付加価値向上」と位置付けられ、様々な交通モードとの連携を含め、MaaS 社会実現の

ためにも交通拠点と広域道路交通ネットワークとの連結について考慮する必要があると定めら

れています。 

 

 

 

⑩第 2期大分都市広域圏ビジョン（令和 3年 3月） 

圏域の目指す方向性３として「圏域全体の生活関連機能サービスの向上」と位置付けられ、社

会基盤となるマイナンバーカードをはじめ、オープンデータの活用や AI、MaaS 等、新たな技

術を活用し、オンライン化の推進や地域公共交通ネットワークの維持など、圏域住民や来訪者

などの利便性の向上に努めると定められています。 

 

 

 

  

 地域住民に加え来訪者の利便性向上を図ることで、交流人口の増加による地域経済の活性

化等が期待されます。 

 大分空港の海上アクセスとしてのホーバークラフト導入事業を進めており、ホーバークラ

フトを軸として MaaS が展開していく可能性が期待されます。 
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２．地域の現状･問題点 

(１)位置・地勢 

①地形・地勢 

由布市は、大分県のほぼ中央に位置し、大分市、別府市と隣接しています。温泉地として名高

い由布院温泉を擁する観光地である一方、大分市のベッドタウンとしての役割も併せ持ってお

り、直線距離 50km以内で県内を移動可能となっています。 

 

 

図 4 由布市の位置 
資料：国土数値情報 
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総面積 319.16㎢のうち約 70％を森林面積が占めています。 

北部から南西部にかけては由布岳や黒岳などの 1,000ｍ級の山々が連なり、由布岳の麓には

標高約 450ｍの由布院盆地が形成され、扇状地と平野が広がっています。中央部から東部にかけ

ては、山麓地帯と大分川からの河岸段丘が広がっています。 

 

図 5 由布市の地勢 
資料：地理院地図 
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②土地利用 

田・森林として利用されている土地が大きな割合を占める一方で、各市役所庁舎の周辺には

建物用地が集積しています。また、北部・南部には田・森林のみではなく、荒地が点在していま

す。 

庄内地域では建物用地が少なくなっています。また、湯布院地域には、荒地やその他農用地が

広く広がっている箇所があります。 

 

図 6 土地利用（令和 3年） 
資料：国土数値情報 

③道路ネットワーク 

由布市内では、市内を横断する国道 210 号が大分市や九重町、玖珠町を結んでいます。また

南北には主要地方道が他市を結んでおり、高速道路での出入りも可能となっています。 

図 7 道路ネットワーク 
資料：国土数値情報 
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④都市計画 

現在由布市は挾間地域と湯布院地域、2つの都市計画区域を有しています。 

 

図 8 由布市都市計画区域図（挾間地域） 
資料：由布市立地適正化計画 
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図 9 由布市都市計画区域図（湯布院地域） 
資料：由布市立地適正化計画 
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(２)人口･世帯数等 

①人口推移、将来予測 

由布市の総人口はやや減少傾向にあります。人口がピークを迎えた昭和 60 年の人口は約 3.6

万人ですが、令和 2年には約 3.3万人まで減少しています。 

高齢化もやや進んでおり、令和 2年時点で 65歳以上の人口は 3割を超えていますが、国立社

会保障･人口問題研究所の推計によると、今後約 20 年間では高齢化率の増加は緩やかになる予

測となっています。 

 

図 10 人口の推移と将来推計 
資料：国勢調査、日本の地域別将来推計人口 令和 5 年推計 

 

②地域別人口推移 

由布市は挾間地域、庄内地域、湯布院地域の 3 地域に区分できる。その中で挾間地域につい

ては平成 7 年より人口が増加している。一方庄内、湯布院地域においてはいずれも人口減少の

傾向がみられます。 

 

図 11 由布市地域の人口推移 
資料：国勢調査  

7.3 7.1 6.2 5.2 4.8 4.7 4.5 4.3 4.2 3.9 3.6 3.4 3.3 3.2 3.1

23.0 23.7
22.8

22.2 21.9 21.3 20.1
18.8

17.2 16.6 16.1 15.4 14.5 13.5 12.7

4.4
5.1

6.1
7.4 8.6 9.4

10.1
11.0

11.2
11.1

10.8
10.4

10.2
10.0

9.7

34.7
35.9

35.1 34.8 35.2 35.4 34.7 34.1
32.6

31.6
30.4

29.2
28.0

26.7
25.5

12.7%
12.0%

52.5%

49.9%

34.2%

38.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32

構
成
比

人
口

人口（0～14歳） 人口（15～64歳） 人口（65歳以上）

構成比（0～14歳） 構成比（15～64歳） 構成比（65歳以上）

（千人） （％）

推計値

13.4 

14.5 
15.4 

15.8 
16.3 

16.6 

9.9 
9.3 

8.9 
8.4 

7.6 
6.7 

11.5 11.4 
11.0 

10.6 10.4 

9.4 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

H7 H12 H17 H22 H27 R2

(千人)

挾間地域

庄内地域

湯布院地域



14 

③人口分布（総人口、高齢者人口） 

市内の人口分布をみると、市役所庁舎周辺や国道 210 号沿線への人口集積が目立ちます。山

間地に人口密度の高い箇所は見受けられず、平地部に人口が集中しています。 

湯布院地域や挾間地域では、市役所庁舎中心に人口が集中していますが、庄内地域では他の

地域のような人口集中は見られません。 

 

図 12 総人口の分布状況 
資料：令和 2 年国勢調査 

平成 27年～令和 2年の 5年間の人口変化をみると、挾間庁舎周辺で 100人以上増加している

地域が多くみられるが、その他の地域では 10人以下の増減が多くを占めています。庄内地域は

10人未満の減少が多くみられます。 

 

図 13 総人口の増減数（平成 27年→令和 2年） 
資料：平成 27 年、令和 2 年国勢調査  
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④高齢化の状況 

大分市との市境や湯布院庁舎、挾間庁舎周辺に高齢者が住んでいます。 

 

図 14 高齢者人口の分布状況 
資料：令和 2 年国勢調査 

 

挾間庁舎周辺の高齢者人口は増加傾向にありますが、その他の地域では 10人以下の増減が多

くを占めています。 

 

図 15 高齢者人口の増減数（平成 27年→令和 2年） 
資料：平成 27 年、令和 2 年国勢調査 
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⑤高齢者世帯の推移 

総世帯数の増加とともに 65歳以上の高齢者のみで構成される世帯も増加傾向にあります。総

世帯数に占める高齢者世帯数の割合も増加しており、市内での高齢化がみられます。 

 

 

図 16 高齢者世帯の推移 
資料：国勢調査 
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(３)住民の移動特性 

①通勤･通学 

１）通勤流動 

由布市内に常住する就業者（15 歳以上）のうち、5,332 人が市内から市外へ通勤しているの

に対して、市外から市内への就業者は 5,226人と、100人以上の流出超過となっています。 

 

図 17 通勤による人口流動 
資料：令和 2 年国勢調査 

 

市内から市外への「流出先」は約 8割、市外から市内への「流入元」は約 7割を大分市が占

めるほか、別府市への流出･流入もそれぞれ 1割前後となっています。 

 

図 18 通勤による人口流動の内訳 

資料：令和 2 年国勢調査 

 

  

図 19 通勤による人口流動状況 
資料：令和 2 年国勢調査 

注）１％以上の流動のみ図示している。由布市への流動が１％未満の市町には N 値を示していない。 
上段の数値は人数、下段の数値は割合。  
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２）通学流動 

由布市内に常住する通学者（15歳以上）のうち、723人が市内から市外へ通学しているのに

対して、市外から市内への通学は 271人と、450人以上の流出超過となっています。 

 

図 20 通学による人口流動 
資料：令和 2 年国勢調査 

 

流出先と流入元はともに大分市が 8割以上を占めています。 

なお、通学先として福岡県があがっていますが、電車での通学以外にも、寮･下宿などへ入居

しているケースも含まれているものと考えられます。 

 

図 21 通学による人口流動の内訳 
資料：令和 2 年国勢調査 

 

 

図 22 通学による人口流動状況 
資料：令和 2 年国勢調査 

注）１％以上の流動のみ図示している。由布市への流動が１％未満の市町には N 値を示していない。 
上段の数値は人数、下段の数値は割合。 
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(４)主要施設の立地状況 

①商業施設・医療施設 

市役所庁舎周辺や国道 210 号沿線などに、スーパーマーケットやコンビニエンスストアをは

じめとする商業施設が立地しており、特に、各庁舎周辺には多くのコンビニエンスストアが立

地しています。また医療施設においては、湯布院庁舎、挾間庁舎周辺に複数の「病院」が立地し

ており、国道 210号沿線に「診療所」が立地しています。 

 

図 23 商業・医療施設の立地状況 
資料：由布市資料 

② 教育施設・文化施設 

市内には「小学校」が 10校、「中学校」が 3校、「高校」が 1校立地しています。 

 

図 24 教育施設の立地状況 
資料：由布市資料 

 

≪凡例≫

：鉄道

：高速道路

：国道

：主要地方道

：市役所庁舎 ：コンビニエンスストア

：スーパーマーケット

：ディスカウントストア

：一般県道 ：診療所

：病院

≪凡例≫

：鉄道

：高速道路

：国道

：主要地方道

：市役所庁舎 ：小学校

：中学校

：高等学校

：一般県道

：大学

：支援学校

：図書館

：資料館
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③ 子育て支援施設・福祉施設 

「子育て支援施設」と「福祉施設」は共に各市役所庁舎周辺や国道 210 号沿線に立地してい

ます。 

 

図 25 子育て支援施設の立地状況 
資料：由布市資料  

≪凡例≫

：鉄道

：高速道路

：国道

：主要地方道

：市役所庁舎 ：子育て支援施設

：一般県道

：福祉施設
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(５)観光の動向 

①観光入込客数 

由布市の観光客の 9割以上は国内からの観光客です。平成 30年までは外国人観光客も増加傾

向にありましたが、コロナ禍の影響もあり大幅に減少しています。また令和 4 年以降は回復の

兆しがみえます。 

 

図 26 国内外別の観光入込客数（由布市） 
資料：由布市観光動向調査 

 

国内観光客のうち、約 7 割が県外からの観光客です。コロナ禍の影響もあり、令和 2 年以降

の県外からの観光客は減少する一方で、県内からの観光客は横ばいとなっています。 

 

図 27 県内外別の観光入込客数（由布市） 
資料：由布市観光動向調査 
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地域別観光客のうち、福岡県からの観光客が最も多く、大分県内、その他九州と続いています。 

 

図 28 地域別の観光客数（由布市） 
資料：由布市観光動向調査 
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(６)財政状況 

由布市の歳入・歳出は令和元年までは微増となっています。また令和 2年の歳入は 65億円、歳

出は 62億円と大幅な増加がみられ、新型コロナウイルス対策の事業によるものです。 

 

図 29 由布市歳入 
資料：由布市 HP 

図 30 由布市歳出 
資料：由布市 HP 
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(７)公共交通の担い手 

①バス運転手 

全国的に大型二種免許保有者数は年々減少傾向であり、バス運転手の担い手は減少傾向にあ

ります。それに反比例して運転手の平均年齢は上昇傾向にあり、人手不足、高齢化が深刻です。 

 

 

図 31 大型二種免許保有者数・バス運転手の平均年齢（全国） 
資料：運転免許統計、賃金構造基本統計調査 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 32 令和 4年度大型二種免許保有者数・バス運転手の平均年齢（大分県） 
資料：交通事業者提供データ 
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②タクシー運転手 

バス運転手と同様に、全国的に普通・中型二種免許保有者数は年々減少傾向にあり、タクシー

運転手の担い手は減少傾向にあります。それに反比例して運転手の平均年齢は上昇傾向にあり、

人手不足、高齢化が深刻です。由布市における運転手の平均年齢は 65歳を超えており、全国の

平均年齢より高く推移している状況です。 

 

図 33 普通・中型二種免許保有者数・タクシー運転手の平均年齢（全国） 
資料：運転免許統計、賃金構造基本統計調査 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

図 34 令和 4年度普通・中型二種免許保有者数・タクシー運転手の平均年齢（由布市） 
資料：交通事業者提供データ 
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３．地域が目指す将来像と公共交通に求められる役割 

(１)地域が目指す将来像 

由布市の行政運営の最上位計画である「第二次由布市総合計画（H.28）」においては、『「連携」

と「協働」』『「創造」と「循環」』をまちづくりの基本理念に、「地域自治を大切にした住み良さ日

本一のまち・由布市」をまちづくりの目標として、その実現に向けて 6 つのまちづくりのテーマ

と、それぞれに対応する 13の重点戦略プランが示されています。 

このため、本計画においても、第二次由布市総合計画に示された目標の実現に向けて、公共交通

に係る取り組みを進めていくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 35 地域が目指す将来像 
資料：第２次由布市総合計画  

行政の最上位計画である「第二次由布市総合計画」

■まちづくりの基本理念

①みんなで進める！持続可能なまちづくり
地域自治や防災、コミュニティ、行財政に取り組む

②一人ひとりの力を活かせるまちづくり
福祉や医療、健康に取り組む

・「連携」と「協働」
・「創造」と「循環」

■まちづくりの目標

■まちづくりのテーマ

③人や文化を育むまちづくり
教育や文化、子育て、人権に取り組む

④経済の循環から地域が潤うまちづくり
産業振興や雇用創出に取り組む

⑥地域を知り、表現するまちづくり
観光・交流推進や地域プロモーション、移住定住に取り組む

⑤豊かな環境の中で快適な暮らしが実感できるまちづくり
自然環境や生活環境に取り組む

■重点戦略プラン

①地域防災力強化プロジェクト

②みんなで守り育てる公共交通活性化プロジェクト

③“市民が主体！！”コミュニティ活性化プロジェクト

④地域へ飛び出せ！健康マイレージプロジェクト

⑤子どもたちを包み込む支えあい・助けあいプロジェクト

⑥『由布の学び』創造プロジェクト

⑦食からはじめる健康づくり。食と農の再発見プロジェクト

⑧次世代につなげよう、持続可能な仕事づくりプロジェクト

⑨滞在型・循環型保養温泉地実現プロジェクト

⑩民官学の協働による豊かな水環境創出プロジェクト

⑪由布ならではの移住・定住プロジェクト

⑫地域プロモーション推進プロジェクト

⑬ゆふツーリズム推進プロジェクト

◼ 目標

まちづくりと一体化した、市民協働に
よる持続可能な公共交通体系の実現
◼ 基本方針

①コミバスの利便性向上及び合理化を
通じて、利用者の拡大を目指す。
②コミバスの収支率が一定水準を下回
る路線については、他の交通モード
で代替することを目指す。
③まちづくりと一体となった公共交通
の実現を目指す。
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(２)公共交通に求められる役割 

地域が目指す将来像や関連分野における公共交通に対する期待等から、由布市の地域公共交通

に求められる役割を以下のとおり整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 36 由布市の公共交通ネットワークの全体像 

①市内外の交通手段を確保し、地域住民

の生活を支える役割

○市内外の目的地への移動手段を確保し、

買い物や通勤・通学など日常生活に必

要不可欠な外出を支える役割
○高齢化がさらに進展するなかで高齢者

外出機会･社会参加機会の確保をサポー

トし、安全･安心なまち･地域づくりを
支援する役割

②まちの活力を生み出す役割

○地域住民に加え来訪者の利便性向上を図る
ことで、観光･交流人口の拡大につなげ、

地域の活性化を図る役割

○主要幹線道路、幹線道路での防災性、安全
性、快適性にむけた整備が実施されること

で、地域の活力に繋げていく役割

③まちづくりや各種事業などと連携し、都市の持続性を高める役割

○様々な事業との連携を実施することで、まちづくりと一体になった公共交通の実現を実施し、
都市の持続性を高める役割

○公共交通事業および公的輸送資源全般に係る財政負担額の維持・縮小により、持続的な公共交

通サービスの提供を実現する役割

位置づけ 系統 分類 役割 確保・維持策

広域幹線
鉄道 ― 市内の交通拠点等と市外と

の広域交通を担う。

交通事業者と協

議の上、一定以

上の運行水準を

確保する。

高速バス ―

地域内幹線 路線バス ―
市内及び隣接自治体の各拠

点を連絡する役割を担う。

支線

コミュニ

ティバス

シャトルバス

（フィーダー系統）

ユーバス

（フィーダー系統）

スクールバス

（フィーダー系統）

市内3地域（挾間・庄内・

湯布院）の各拠点を連絡す

る役割を担う。

交通事業者と協

議の上、一定以

上の運行水準を

確保する。

地域公共交通確

保維持事業

（フィーダー補

助）を活用し持

続可能な運行を

目指す。

コミュニ

ティバス

シャトルバス

ユーバス

スクールバス

デマンド区域

市内各地域運行し、地域間

の移動に加え、軸となる地

域内幹線や鉄道駅などに接

続する役割を担う。

交通事業者と協

議の上、一定以

上の運行水準を

確保する。

タクシー
スクールタクシー

福祉タクシー

上記では対応しにくいエリ

ア・ニーズなどにおける移

動を担う。

利用状況やニー

ズを踏まえて活

用を図る。

その他

その他の

補完的な

サービス

デイサービス送迎

旅館による送迎など

公共交通では対応しにくい

エリア・ニーズなどにおけ

る移動を補完的に担う。

利用状況やニー

ズを踏まえて活

用を図る。

≪凡例≫
：鉄道

：地区界

：バス停

：高速バス

：路線バス

：コミュニティバス（フィーダー系統）

：コミュニティバス

：コミュニティバス（市外）

：デマンド区域

：タクシー会社営業所

フィーダー系統の概要については、計画本文 p.57に記載 
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(３)地域公共交通確保維持事業の必要性 

由布市における各系統の必要性は以下のとおりです。 

 

表 1 地域公共交通確保維持事業の必要性 

 系統 補助事業の必要性 

フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統 

阿蘇野コース 

当該系統の利用対象エリアは、地元商店がなく高齢化率が約

60％と、高齢化が進行している地域です。当該系統は、庄内地域中

心部及び JR久大本線の主要交通結節点である小野屋駅に結節する

路線であり、住民にとって外出目的地や乗継拠点までの交通手段と

して、公共交通ネットワークを構築する上で地域の移動手段として

重要な役割を担います。従って、地域公共交通確保維持事業 フィ

ーダー系統による運行を確保･維持する必要があります。 

スクールバス 

阿蘇野コース 

当該系統の利用対象エリアは、過疎化及び高齢化が進行する地域

です。当該系統は学生の通学手段に加えて、一般利用も可能な混乗

制度を導入しており、山間部エリアから庄内地域中心部及び JR久

大本線の主要交通結節点である小野屋駅に結節する路線です。住民

にとって通学先、外出目的地、乗継拠点までの交通手段として公共

交通ネットワークを構築する上で地域の移動手段として重要な役

割を担います。従って、地域公共交通確保維持事業 フィーダー系

統による運行を確保･維持する必要があります。 

スクールバス 

大津留コース 

当該系統の利用対象エリアは、過疎化及び高齢化が進行する地域

です。当該系統は学生の通学手段に加えて、一般利用も可能な混乗

制度を導入しており、山間部エリアから JR久大本線の主要交通結

節点である小野屋駅を経由し、庄内地域中心部である庄内庁舎へ結

節する路線です。住民にとって通学先、外出目的地、乗継拠点まで

の交通手段として公共交通ネットワークを構築する上で地域の移

動手段として重要な役割を担います。従って、地域公共交通確保維

持事業 フィーダー系統による運行を確保･維持する必要がありま

す。 

シャトルコース 

（大学病院⇔庄内

庁舎） 

当該路線は、庄内地域の拠点である庄内庁舎と大学病院を連絡

し、住民の日常生活の移動手段として、公共交通ネットワークを構

築する上で地域の移動手段として重要な役割を担います。従って、

地域公共交通確保維持事業 フィーダー系統による運行を確保･維

持する必要があります。 
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４．基本方針等 

(１)基本方針 

解決すべき課題を踏まえて、由布市において実現すべき地域公共交通のあり方（基本方針）を以

下のとおり定めます。 

「住んでよし」  「訪れてよし」 

「みんなで守り・育てる」  「持続可能な公共交通」 

 

(２)公共交通のあるべき姿 

住んでよし： 

買物、通院等や通勤・通学の移動利便性向上のため、市民と一体となって、効率的な公共交通を

実現します 

訪れてよし： 

ＪＲ等からの二次交通が確保され、利便性が高い公共交通を実現します 

みんなで守り・育てる： 

生活移動をはじめ、観光等の関連分野を含めた市内の移動に関するあり方をみんなで考える体

制があり、公共交通の維持・利用促進、拡大を推進します 

持続可能な公共交通： 

情報提供の充実やデジタル技術等を活用した利便性の高い公共交通を展開します 

 
図 37 将来のイメージ図  

大分市
福岡
方面

210

別府市

由布院駅 小野屋駅 向之原駅

由布市役所 挾間庁舎湯布院庁舎

定時定路線運行エリア

（予約なし）

デマンド運行エリア

（予約あり）

シャトルバス

ＪＲ久大本線

デマンド運行エリア

（予約あり）

効
率
性

利
便
性

効
率
性

利
便
性

湯平駅

地域協議会等による

運行エリア
（予約あり）

地域協議会等による

運行エリア
（予約あり）

※

※

※デマンド運行は、区域運行または路線定期運行を想定
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(３)計画の目標 

由布市における公共交通のあり方（基本方針）を踏まえ、地域公共交通計画の目標を以下のとお

り定めます。 

なお、目標の達成状況を評価する指標については、p.47（第 6章(1)）に示します。 

 

  

〔関連分野との連携のイメージ〕

【住んでよし】

コミュニティバスの運行効率化や不定期で量的にも小さい需要への

効率的な対応により公共交通の持続性を高める
●路線バス･コミュニティバスについては、空間的にも時間的にもある程度まとまった需
要への対応に重点を置いた運行効率化を図ることで持続性を高める

●不定期で量的にも小さい需要については、庁内外の様々な分野と連携・補完し、利便性
の確保･サービス圏域の拡大（網羅性の向上）を図りながら効率的に対応する

目
標
①

〔エリア別の目標（案）〕

【訪れてよし】

路線バスの運行効率化やＪＲ･バス等、交通拠点への

アクセス機能向上により公共交通の利便性向上を図る
●大分市、別府市～由布市を結ぶ路線バスのサービス水準を維持していくとともに、市内
の移動サービスとの連携を強化する

●広域の移動利便性を維持することで、移住･定住促進、関係人口の拡大、企業誘致など
を支援する

目
標
②

【みんなで守り・育てる】

多様な主体の連携のもと、公共交通のサービスの持続性を確保する
●観光や福祉、教育、都市計画などの取り組みと連携しながら、公共交通サービスの維
持･充実や、利用の促進を図っていくことにより、それぞれの分野で目指す目標の実現
を支援する
●交通事業者･行政と公共交通利用者の関係だけではなく、地域住民の目的地となる各種
施設等（商業･医療･観光等）や地域協議会の参画を促し、多様な主体がそれぞれの特性
を活かした色々な形で公共交通の運営を支える仕組みをつくる

目
標
③

目
標
④

【持続可能な公共交通】

情報提供やデジタル技術活用による効率的な公共交通サービスを展開する
●交通事業者･行政と公共交通利用者の関係だけではなく、地域住民の目的地となる各種
施設等（商業･医療･観光等）や地域協議会の参画を促し、多様な主体がそれぞれの特性
を活かした色々な形で公共交通の運営を支える仕組みをつくる

通勤通学のバス路線維持及び新たなサービス導入による生活利便性の向上
高齢者等の生活利便性向上及び主要施設が利用しやすい環境の確保

【挾間】

高齢者等の生活利便性向上で地域でいきいきと生活できる環境を形成
高齢者の外出機会や社会参加機会の確保･拡大につながる移動サービスを提
供することで、健康寿命を延伸

【庄内】

高校等への通学手段維持及び将来的にも進学先の選択肢を確保【湯布院】
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５．目標達成のための具体施策 

(１)施策の概要・ロードマップ 

計画期間中は以下のスケジュールに基づいて施策展開を推進することとし、年度ごとの実施状況を確認するとともに、必要に応じてスケジュールの見直しを行います。 

なお、災害にともない道路が不通となった場合などの非常時には、これらの施策に限らず、柔軟に必要な対応を検討･実施することとします。 

表 2 施策展開のロードマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和11年度～
(2029)～

令和10年度
(2028)

令和9年度
(2027)

令和8年度
(2026)

令和7年度
(2025)

令和6年度
(2024)

施策目標

①需要が低い路線を中心とした
運行の見直し・効率化

【住んでよし】
コミュニティバスの運行効率化や不定
期で量的にも小さい需要への効率的な
対応により公共交通の持続性を高める

②新たな主体が支える住民向け
移動サービスの導入検討

③次世代モビリティの導入検討

④主要交通拠点の機能強化・乗
継利便性向上

【訪れてよし】
路線バスの運行効率化やＪＲ･バス等、
交通拠点へのアクセス機能向上により
公共交通の利便性向上を図る

⑤隣接自治体コミュニティバス
との接続向上

⑥来訪者向け移動サービスの維
持・充実

⑦多様な主体の連携による公共
交通の維持

【みんなで守り・育てる】
多様な主体の連携のもと、公共交通の
サービスの持続性を確保する

⑧ドライバー確保のための支援

⑨デジタル技術等を活用した情
報提供の充実

【持続可能な公共交通】
情報提供やデジタル技術活用による効
率的な公共交通サービスを展開する

⑩地域活動やイベント等との連
携した公共交通利用促進

関係各所との協議・調整の上、以下内容を実施
・運行ルート等の見直し ・デマンド運行への切り替え ・乗継割引制度等の導入 （由布市・交通事業者）

関係各所との協議・調整 （由布市）

継続的に改善を実施 （由布市・交通事業者）

関係各所との協議・調整
ボランティア輸送等の活用可能性検討 （由布市・交通事業者・地域協議会等）

試行的導入
課題等の検証、継続的な取組み実施 （由布市・交通事業者・地域協議会等）

移動ニーズ把握
(由布市)

関係各所との協議・調整
導入方法、対象エリアの検討 （由布市・交通事業者・地域協議会等）

実証実験等による試行的導入の実施・本格導入の検討
施設等の整備
課題等の検証、継続的な取組み実施

（由布市・交通事業者・地域協議会等）

関係各所との協議・調整
バリアフリー化、案内誘導等の実施 （交通事業者・施設管理者）

継続的に改善を実施
（由布市・交通事業者・施設管理者）

隣接自治体（大分市、別府市、竹田市）との協議・調整
ダイヤの見直し等の検討・実施 （由布市・交通事業者・隣接自治体）

継続的に改善を実施
（由布市・交通事業者・隣接自治体）

広報検討、関係各所との協議・調整 （由布市） オープンデータ化の推進
継続的な改善、広報を実施 （由布市・交通事業者）

関係各所との協議・調整
地域の輸送資源を活用した輸送サービスの導入検討
利用促進策、財源確保の方法検討 （由布市・交通事業者・関係団体）

輸送サービスの試行的導入
課題等の検証、継続的な取組み実施
利用促進策、財源確保の取組み実施 （由布市・交通事業者・関係団体）

補助制度の導入検討
関連事業との連携検討
関係各所との協議・調整 （由布市）

継続的に改善を実施 （由布市・交通事業者）

関係各所との協議・調整
マイ時刻表等の配布 （由布市）

継続的に改善を実施 （由布市）

関係各所との協議・調整
連携取組みの検討 （由布市・交通事業者・関係団体）

関係者が協働し、適宜イベントの開催・広報の展開等の取組み実施 （由布市・交通事業者・関係団体）

目標

①

目標

②

目標

③

目標

④

通勤通学のバス路線維持及び新たな
サービス導入による生活利便性の向上
高齢者等の生活利便性向上及び主要施
設が利用しやすい環境の確保

【挾間】

高齢者等の生活利便性向上で地域でい
きいきと生活できる環境を形成
高齢者の外出機会や社会参加機会の確
保･拡大につながる移動サービスを提
供することで、健康寿命を延伸

【庄内】

高校等への通学手段維持及び将来的に
も進学先の選択肢を確保

【湯布院】

関係各所との協議・調整 （交通事業者）

周遊モビリティの定期的な見直し・改善
広報の実施 （まちづくり観光局）

関係各所との協議・調整
イベントの実施 （交通事業者）

関係各所との協議・調整
リアルタイムな情報発信導入検討 （交通事業者）

リアルタイムな情報発信の実施
継続的に改善を実施 （交通事業者）
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(２)施策の具体内容 

目標①：【住んでよし】コミュニティバスの運行効率化や不定期で量的にも小

さい需要への効率的な対応により公共交通の持続性を高める 
 

施策①：需要が低い路線を中心とした運行の見直し・効率化 

 

● 事業の内容 

市内を運行するユーバス（コミュニティバス、シャトルバス、スクールバス）の利用者が少な

く需要が低い路線を中心に、運行の効率化を図るため、公共交通の車両タイプ、運行ルート、ダ

イヤ、便数、バス停位置、運賃等について見直しを行います。また、運行形態についても同様に、

交通事業者と協議・調整のもと、定時定路線運行から事前予約による路線定期型や区域型のデマ

ンド運行に取組みます。 

移動サービスの効率化に取り組むとともに、持続的な運行を可能とするためには利用者増加が

必要となります。利用者の利便性向上・利用促進に向けて、調査にて現状の運行に関する課題把

握や住民の潜在的な利用ニーズを洗い出し、移動需要に応じた柔軟な対応を実現するための見直

しを行います。 

現在は、ユーバス各路線 1回乗車につき一律 200円の定額運賃制を採用していますが、ユーバ

スの持続性を確保するために、利用距離や需要に応じた運賃の従量制もあわせて検討します。そ

のほか、1日乗車券や乗継割引制度等の導入により利用促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲コミュニティバス（定時定路線運行）からデマンド運行の切り替えイメージ 

 

  

周 に乗 場所
がないため利用
できない場合も

決まっている
ルートに従って
 回して運行

これまで利用で
きなかった人も
利用可能に

 約に基づいて
最 経路で運行
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● 実施スケジュール 
 

実施主体 

スケジュール 

令和 6年度 

（2024） 

令和 7年度 

（2025） 

令和 8年度 

（2026） 

令和 9年度 

（2027） 

令和10年度 

（2028） 

令和11年度 

（2029） 

由布市 
      

交通事業者 
      

 

● 実施主体 

由布市、交通事業者 

 

  

関係各所との協議・調整の上、以下内容を実施 

・運行ルート等の見直し 

・デマンド運行の取組み 

・乗継割引制度等の導入 

継続的に改善を実施 
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施策②：新たな主体が支える住民向け移動サービスの導入検討 

 

● 事業の内容 

現状は市内人口を概ねカバーする公共交通の運行を実施しており、加えてタクシー事業者や福

祉・医療施設の送迎サービス等によって、高齢者など住民の地域生活が確保されています。一方

で、居住地によっては公共交通の運行本数が少ない等、移動に不便さを感じる住民も存在します。

そのような地域において、少数であっても利用者が存在する場合は、公共交通を補完する移動サ

ービスとして、地域協議会等の協力を得たボランティア輸送や自家用有償旅客運送等の活用可能

性を検討します。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参考事例 スマホで配車しマイカーを使った「ささえ合い交通」を運行中 
（京都府京丹後市丹後町） 

京都府京丹後市丹後町では、町内の移動手段

（公共交通）が不便になり困っている声が高まっ

たことを受け、自家用有償旅客運送にて、住民の

自家用車を利用した、住民や観光客の自由な移動

をサポートする『ささえ合い交通』の運行を実施

しています。運行主体は NPO 法人「気張る!ふる

さと丹後町」であり、住民同士の「ささえ合い」

を実現する取組みをおこなっています。 

▲「ささえ合い交通」の利用範囲 

ボランティア輸送に対する行政の支援（大阪府枚方市） 

大阪府枚方市では、自治会や NPO

などが実施する地域のボランティア

輸送に対して、自動車保険加入費用

や運転者講習受講費用、試験運行の

経費などの一部を行政が補助する支

援策を実施しています。 

▲ボランティア輸送に対する支援策の概要 

参考事例 
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● 実施スケジュール 
 

 

● 実施主体 

 由布市、交通事業者、地域協議会等 

  

実施主体 

スケジュール 

令和 6年度 

（2024） 

令和 7年度 

（2025） 

令和 8年度 

（2026） 

令和 9年度 

（2027） 

令和10年度 

（2028） 

令和11年度 

（2029） 

由布市 
      

交通事業者 
      

地域協議会等 
      

関係各所との協議・調整 

ボランティア輸送等の活用可能性検

討 

試行的導入 

課題等の検証、継続的な取組み実施 
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施策③：次世代モビリティ導入検討 

 

● 事業の内容 

運転士不足が深刻化する一方で持続的な移動手段の確保が求められる中、住民向けの日常生活

における移動手段を確保するため、交通事業者等と協力・調整を行い、次世代モビリティ（自動

運転バス、グリーンスローモビリティ等）の試行的導入に取り組み、本格導入を検討します。 

交通事業者等の主体的導入にあたっては、国の実証実験事業や補助事業の活用を検討し、新規

モビリティ導入に必要な施設等の整備に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動運転バスの走行実験の実施（佐賀県佐賀市） 

佐賀県および佐賀市では、

令和 6 年に佐賀県で開催する

国民スポーツ大会･全国障害

者スポーツ大会及びその後

の社会実装に向けて、自動運

転バスの走行実証に取り組

みました。 

走行実証では、JR 佐賀駅北

口と SAGA サンライズパー

クを結ぶ“サンライズストリ

ート”を部分運転自動化(自動

運転レベル 2)の自動運転バ

スが走行し、事前予約により

乗車体験を行っています。 

▲自動運転バスによる走行実証 
資料：サンライズストリート自動運転バス走行実証事業ホームページ 

参考事例 
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● 実施スケジュール 
 

 

● 実施主体 

 由布市、交通事業者、地域協議会等  

実施主体 

スケジュール 

令和 6年度 

（2024） 

令和 7年度 

（2025） 

令和 8年度 

（2026） 

令和 9年度 

（2027） 

令和10年度 

（2028） 

令和11年度 

（2029） 

由布市 
      

交通事業者 
      

地域協議会等 

      

移動ニーズ

把握 

関係各所との協議・調整 

導入方法、対象エリアの検討 

実証実験等による 

試行的導入の実施・

本格導入の検討 

施設等の整備 

課題等の検証、継続 

的な取組み実施 
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目標②：【訪れてよし】路線バスの運行効率化やＪＲ･バス等、交通拠点へのア

クセス機能向上により公共交通の利便性向上を図る 

 

施策④：主要交通拠点の機能強化・乗継利便性向上 

 

● 事業の内容 

乗降者数が多い鉄道駅（由布院駅、向之原駅、小野屋駅等）や由布院駅前バスセンターにおい

て、更なる乗継利便性向上のためバリアフリー化（スロープ、トイレ等）やわかりやすい案内誘

導を行います。また、デジタルサイネージ設置による路線バスや周辺観光情報等の情報発信を行

います。市内での 2次交通を確保することで主要交通拠点の接続を強化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡県福岡市の博多バス

ターミナルでは、建物入り口

から路線バス･高速バス乗り

場までの経路を色分けし、床

面やエスカレーターに途切

れなく表示することで、分か

りやすく案内誘導を行って

います。 

路線バス･高速バスへの分かりやすい案内誘導（博多バスターミナル） 

▲ 案内誘導路面表示 

参考事例 

奈良県奈良市では、JR 奈良

駅および近鉄奈良駅にデジ

タルサイネージを設置し、多

言語表示による駅周辺のバ

ス乗り場の案内やバスの発

車時刻･位置情報、周辺の観

光地の情報のほか、天気･ニ

ュースなどの情報を提供し

ています 

▲JR奈良駅に設置されたデジタルサイネージ 

デジタルサイネージにより公共交通や観光に関する情報を提供
（奈良県奈良市） 

参考事例 参考事例 
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● 実施スケジュール 
 

 

● 実施主体 

 由布市、交通事業者、施設管理者 

 
 

 

施策⑤：隣接自治体コミュニティバスとの接続向上 

 

● 事業の内容 

由布市民の利用実態を把握した上で、隣接自治体（大分市、別府市、竹田市）のコミュニティ

バスとの乗継利便性向上のため、ダイヤの見直し等を検討します。 

 

● 実施スケジュール 

 

● 実施主体 

 由布市、交通事業者、隣接自治体（大分市、別府市、竹田市） 

 

  

実施主体 

スケジュール 

令和 6年度 

（2024） 

令和 7年度 

（2025） 

令和 8年度 

（2026） 

令和 9年度 

（2027） 

令和10年度 

（2028） 

令和11年度 

（2029） 

由布市 
      

交通事業者 
      

施設管理者 
      

実施主体 

スケジュール 

令和 6年度 

（2024） 

令和 7年度 

（2025） 

令和 8年度 

（2026） 

令和 9年度 

（2027） 

令和10年度 

（2028） 

令和11年度 

（2029） 

由布市 
      

交通事業者 
      

隣接自治体 
      

隣接自治体（大分市、別府市、竹田市）との 

協議・調整 

ダイヤの見直し等の検討・実施 

継続的に改善を実施 

関係各所との協議・調整 

継続的に改善を実施 
関係各所との協議・調整 

バリアフリー化、案内誘導等の実施 
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施策⑥：来訪者向け移動サービスの維持・充実 

 

● 事業の内容 

由布市来訪者の利用が多い主要交通拠点（由布院駅、バスセンターなど）と目的地となる観光

地や施設等とを結ぶ公共交通サービスの確保・維持を行います。加えて、公共交通に関する情報

（バス停位置、時刻表、運賃、運行情報等）のオープンデータ化を行い、利便性向上を図ります。 

現在由布市が運営主体となり、観光客をターゲットとした湯布院町の周遊モビリティとして、

グリーンスローモビリティを運行しています。こちらを継続的に運行するため、定期的に運行内

容の見直し・改善（滞在スポット、運行ルート）を行い、TIC（ツーリストインフォメーションセ

ンター）と連携した広報を実施するなどの利用促進策に取り組みます。 

 

● 実施スケジュール 

 

● 実施主体 

 由布市、交通事業者、まちづくり観光局 

 

  

実施主体 

スケジュール 

令和 6年度 

（2024） 

令和 7年度 

（2025） 

令和 8年度 

（2026） 

令和 9年度 

（2027） 

令和10年度 

（2028） 

令和11年度 

（2029） 

由布市 

      

交通事業者 

      

まちづくり

観光局 

      

関係各所との協議・

調整 

オープンデータ化の推進 

継続的な改善、広報を実施 

周遊モビリティの定期的な見直し・改善 

広報の実施 

広報検討、関係各所

との協議・調整 
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目標③：【みんなで守り・育てる】多様な主体の連携のもと、公共交通のサー

ビスの持続性を確保する 

施策⑦：多様な主体の連携による公共交通の維持 

 

● 事業の内容 

現在、公共交通の路線に加えて医療・福祉施設の送迎サービス等、複数の公共交通の補完的交

通手段が存在するルートに関しては、空き時間における既存の輸送サービスについて、利用、対

象を限定せずに移動手段を束ね、地域の輸送資源を有効活用した輸送サービス提供を試行的に実

施し、本格導入を検討します。 

将来的に地域の公共交通を維持していくためには、交通事業者や多様な主体（商業･医療・福

祉･観光等）や関連分野を含む地域全体で公共交通を支える仕組みを構築する必要があります。

公共交通のあり方や利用促進策に加えて、財源確保の取組み（協賛金確保、国庫補助活用、企業

版ふるさと納税等）について、多様な主体とともに協議・調整を行っていきます。 

 

● 実施スケジュール 
 

 
 
● 実施主体 

 由布市、交通事業者、関係団体（商業・医療・福祉・観光等） 

  

実施主体 

スケジュール 

令和 6年度 

（2024） 

令和 7年度 

（2025） 

令和 8年度 

（2026） 

令和 9年度 

（2027） 

令和10年度 

（2028） 

令和11年度 

（2029） 

由布市 
      

交通事業者 
      

関係団体 
      

関係各所との協議・調整 

地域の輸送資源を活用した輸送サ

ービスの導入検討 

利用促進策、財源確保の方法検討 

輸送サービスの試行的導入 

課題等の検証、継続的な取組み実施 

利用促進策、財源確保の取組み実施 
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施策⑧：ドライバー確保のための支援 

 

● 事業の内容 

運転士確保のため交通事業者が実施する取組みと連携し、行政は免許取得における補助制度の

導入や移住定住促進事業等との連携の検討を進めます。また交通事業者と協議のうえ、イベント

開催による乗務体験の機会を創出する取組みを展開していきます。 

 

● 実施スケジュール 

 
● 実施主体 

 由布市、交通事業者 

 

  

実施主体 

スケジュール 

令和 6年度 

（2024） 

令和 7年度 

（2025） 

令和 8年度 

（2026） 

令和 9年度 

（2027） 

令和10年度 

（2028） 

令和11年度 

（2029） 

由布市 

      

交通事業者 

      

継続的に改善を実施 

補助制度の導入検討 

関連事業との連携検討 

関係各所との協議・調整 

関係各所との協議・調整 

イベントの実施 
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目標④：【持続可能な公共交通】情報提供やデジタル技術活用による効率的な

公共交通サービスを展開する 
 

施策⑨：デジタル技術等を活用した情報提供の充実 

 

● 事業の内容 

高齢者を中心に公共交通を身近な存在に感じてもらい、利用ハードルを下げるため、運行ルー

ト、ダイヤ、マップ等に関してわかりやすい情報発信を行います。また、頻繁に利用する公共交

通の居住地から目的地までの時刻等が記載可能なマイ時刻表等を、広報誌を活用して配布します。 

公共交通利用者の利便性向上や乗継円滑化を図るため、デジタルサイネージやアプリを活用し

たリアルタイムな路線バス・ユーバスの情報発信を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

佐賀県では、県全体の

取組としてバスロケーシ

ョンシステムの導入を進

めており、スマートフォ

ンアプリでのルート検索

や乗車しようとするバス

の現在位置や接近･遅延

状況などがリアルタイム

で確認できる仕組みを構

築しています。 

運行情報については、

交通拠点のデジタルサイ

ネージでも情報提供を行

っています。 

▲佐賀駅バスターミナルでの運行情報表示 ▲スマホアプリ画面 

「バスロケーションシステム」によりバス接近･遅延情報などをリ
アルタイムで提供（佐賀県） 

参考事例 

茨城県常陸太田市では、利用者各個

人用にとって必要な情報のみを記載

することができる時刻表を配布して

います。各個人が、「自宅から最寄り

の乗車バス停」、「目的地のバス停」、

「バスの行先番号」、「行きと帰りの

運行時刻」を記入します。 

▲マイ時刻表記入用紙 

個人専用のバス時刻表（マイ時刻表）の活用（茨城県常陸太田市） 参考事例 
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● 実施スケジュール 
 

 
● 実施主体 

 由布市、交通事業者 

 

  

実施主体 

スケジュール 

令和 6年度 

（2024） 

令和 7年度 

（2025） 

令和 8年度 

（2026） 

令和 9年度 

（2027） 

令和10年度 

（2028） 

令和11年度 

（2029） 

由布市 

      

交通事業者 

      

関係各所との協議・調整 

マイ時刻表等の配布 
継続的に改善を実施 

関係各所との協議・調整 

リアルタイムな情報発信

導入検討 

リアルタイムな情報発信の実施 

継続的に改善を実施 
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施策⑩：地域活動やイベント等との連携した公共交通利用促進 

 

● 事業の内容 

住民が公共交通を利用するきっかけをつくるため、学校と連携して若年層（学生）に対して公

共交通の乗り方教室や乗務体験イベントの開催、車内に移動を楽しむ工夫を施す等の地域活動と

連携した取組みを企画します。また、運転免許返納者（高齢者）へは、警察と連携のうえ、免許

返納後に公共交通利用を促進する広報を行い、住民の公共交通利用意識の醸成を図ります。 

観光施設や地域イベントにおいて、公共交通を利用したアクセスが可能な場所・時間帯での開

催を検討し、広報にて来訪者に公共交通でのアクセスを促すことで公共交通利用を促進します。 

また、目的地となる観光・商業施設等とのタイアップし、施設利用者に公共交通割引券を配布

（運賃の一部を施設等が負担）する等の取組みを行うことで、地域全体として公共交通を支えて

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

イベントのチラシへの公共交通によるアクセス方法の掲載
（愛知県名古屋市） 

愛知県名古屋市の東谷山フルーツパ

ークでは、イベントチラシの裏面に、公

共交通でのアクセス方法について、乗車

するバスの「行き先」や乗降バス停など

も含めて具体的に記載しています。 

▼チラシ裏面に公共交通によるアクセス 
方法を具体的に掲載 

▲イベント(シダレザクラま
つり)チラシ 

 

参考事例 
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● 実施スケジュール 
 

 
● 実施主体 

 由布市、交通事業者、関係団体（イベント運営者・観光・商業施設等・教育関係機関・警察） 

  

実施主体 

スケジュール 

令和 6年度 

（2024） 

令和 7年度 

（2025） 

令和 8年度 

（2026） 

令和 9年度 

（2027） 

令和10年度 

（2028） 

令和11年度 

（2029） 

由布市 
      

交通事業者 
      

関係団体 
      

まちづくり福井株式会社（福井県

福井市）では、福井市中心部の対象

店で購入金額に応じてバスや電車

の初乗り運賃分の割引券を配布す

る「ふくい公共交通共通乗車割引

券」事業を実施しています。 

割引券を使用することで、バスは

210 円、鉄道は 160 円の初乗り運

賃の割引が受けられます。 

事業に協力する店舗には、割引券

を 1 枚 50 円、10 枚 1 セットで販

売することで、店舗が割引額の一部

を負担する仕組みになっています。 

▲ふくい公共交通共通乗車割引券の概要 

対象店での購入金額に応じた公共交通運賃割引券の配布 
（福井県福井市） 

参考事例 

関係各所との協議・

調整 

連携取組みの検討 

関係者が協働し、適宜イベントの開催・広報の展

開等の取組み実施 
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６．計画の推進･進捗管理 

(１)目標の達成状況を評価するための指標 

第 5 章で示した目標の達成状況を評価するための指標およびそれぞれの指標の目標値を以下のとおり設定します。目標値は、人口減少傾向を考慮しつつ、新型コロナウイルス感染症感染拡大以前の令和元年度の水準

を参考に数値改善を目指して設定しております。ただし、計画策定時点では新型コロナウイルス感染症による影響の見通しが不透明なため、今後必要に応じて目標値の見直しを行うこととします。 

表 3 評価指標の設定 

 

評価指標 単位
現況値
(R4)

中間値
（R8）

目標値
（R11）

参考値
（R1） 指標の定義・算出方法 設定意図 目標値設定の考え方

目
標
①

住
ん
で
よ
し

1
地域内公共交
通ユーバスの
年間利用者数

人/年
27,643
人/年

28,000
人/年

28,000
人/年

38,276
人/年

•ユーバス（※2由布市を運行するコミュニ
ティバス、シャトルバス、スクールバ
ス）の年間利用者数

•交通事業者提供データより、由布市が毎
年計測

利用者ニーズに合わせた運行見直しによる
利便性向上により、今後人口が減少傾向に
転じる中でも、一定の公共交通利用者数確
保が期待されます。

由布市人口は約3.4万人(R4年)に対し、R7年には約
3.2万人と約6.6%の人口減少を見込みます。単純計算
だと約26,000人/年の利用者数となりますが、利用増
加の取組みを実施することで、現状の利用人数の維
持・確保を図ります。〔資料編：P58参照〕

2
便平均2人未
満のユーバス
路線数

路線 14路線 10路線 6路線 6路線

•ユーバス※2の年間利用者数÷年間運行回
数より、1便あたりの平均利用者数を算出
し、便平均2人未満の路線数を抽出
•交通事業者提供データより、由布市が毎
年計測

前回計画時の指標「1日あたりの乗 客数
が2人以上のバス停が全バス停数に占める
割合」を当該指標に変更しました。運行の
見直し・効率化により、便平均利用者数2
人未満の改善が期待されます。

人口の減少傾向はありますが、効率的な運行（年間
運行回数の減少等）の実現による数値改善が可能と
考え、新型コロナウイルス感染症の影響以前の水準
(R1年）までの回復を目指します。

3
地域内公共交
通ユーバスの
収支率

％ 6.0％ 8.0％ 10.0％ 8.1％

•ユーバス※2の年間運行収入÷年間運行費
用より、収支率を算出
•交通事業者提供データより、由布市が毎
年計測

運行見直しによる経常費用の低減や新たな
運行方法・サービス導入による利用促進に
よる経常収入の維持により、収支率の改善
が期待されます。

「九州管内における公共交通に関する基礎調査及び
高収支率路線の要因調査業務報告書（H27年)」にて、
由布市と同等の人口規模の自治体ではコミュニティ
バスの収支率1割未満が全体の約2割です。この基準
からの脱却を目指します。〔資料編：P58参照〕

4
次世代モビリ
ティの導入数

事例 － 1事例 1事例 －
•市内における次世代モビリティ導入事例
•由布市が取組みを毎年整理

住民向けの新たな移動サービスの手段とし
て、次世代モビリティに導入の実証実験ま
たは本格運行が期待されます。

現時点で導入検討を行っている取組みが1つあるため、
実現を目指します。

目
標
②

訪
れ
て
よ
し

5
各地域の拠点
JR 駅の乗車
人数

人/日

由布院駅
860人/日
向之原駅
560人/日
小野屋駅
269人/日

由布院駅
900人/日
向之原駅
560人/日
小野屋駅
270人/日

由布院駅
1,000人/日
向之原駅

560人/日
小野屋駅

270人/日

由布院駅
1,025人/日
向之原駅

645人/日
小野屋駅

340人/日

•利用者数が公表されているJR駅（由布院
駅、向之原駅、小野屋駅）の1日あたり利
用者数
•交通事業者公表データより、由布市が毎
年計測

拠点整備や来訪者移動サービスの充実によ
り相互の利用促進が図られ、今後人口が減
少傾向に転じる中でも、主要JR駅一定の乗
車人数の確保が期待されます。

由布院駅は観光客の利用者数が多く、コロナ禍で利
用者が約7割減少した後、回復傾向にあるため、コロ
ナ禍前(R1年）までの回復を目指します。向之原駅・
小野屋駅はコロナ禍で約1割利用者が減少、その後維
持している状況です。人口減少傾向を考慮し、利用
者の維持・確保を目指します。〔資料編：P52参照〕

6
タクシー利用
者数

人/年
320,104
人/年

320,000
人/年

320,000
人/年

450,336
人/年

•タクシーの年間輸送人員
•国土交通省九州運輸局公表データより、
由布市が毎年計測

来訪者の主要交通拠点からの移動手段また
は住民の日常生活の足として、一定の利用
者確保が期待されます。

人口減少、コロナ禍の影響（観光客減少・住民の出
控え）により、利用者が約6割減少しました。観光客
や住民の利用は増加が想定されますが、タクシー事
業者の運転士不足が深刻化しており、現状でも需要
へ対応できない状況なので、現況値の維持を目指し
ます。〔資料編：P55参照〕

目
標
③

み
ん
な
で

守
り
・
育
て
る

7

関係団体との
連携した取組
み数

件 － 3件 6件 －

•施策⑦⑩の実施に係る関係団体（団体・
施設等）の数
•由布市が関係団体への取組み調査により
毎年整理

持続可能な公共交通を地域全体で支える取
組みを、関係団体で実施することが期待さ
れます。

3地域（挾間地域、庄内地域、湯布院地域）にて2件
ずつの取組み実施を目指します。

目
標
④

持
続
可
能
な
公
共
交
通

8
ユーバスの市
民１人あたり
財政負担額

円/人 2,273円/人 2,200円/人 2,200円/人 2,147円/人

•ユーバス※2の年間欠損額÷由布市人口よ
り、ユーバスを維持するための市民1人あ
たりの財政負担額を算出
•交通事業者提供データ・住民基本台帳よ
り、由布市が毎年計測

運行の効率化や利用促進による経常収益の
維持を図ることにより、1人あたりの財政
負担額の抑制・維持が期待されます。

効率化・利用促進によるユーバス年間欠損額の維
持・改善を図るが、市内人口が減少傾向にあり、R7
年には約1割の人口減少を見込むため、現状の維持を
目します。

9
情報発信で活
用したデジタ
ルデバイス数

－ 11 13 16 －
•由布市が交通事業者等の関係者への調査
により毎年整理

デジタル技術の活用が推進される潮流の中、
来訪者・住民にとって利便性の高い公共交
通の実現が期待されます。

現在各種交通事業者及び市HP、ゆふポ、TICデジタル
サイネージを活用しています。これに加えて、道の
駅ゆふいんやJR駅でのデジタルサイネージ、各移動
手段の情報を集約したアプリ等の活用を目指します。
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(２)PDCAサイクルに基づく進捗管理 

本計画に記載した施策については、前ページで示した「ロードマップ」に基づいて毎年度その実

施状況を確認し、未実施の施策や遅延が発生している施策についてはその要因を把握･分析した上

で、次年度以降の対応を検討･実施することにより、着実な施策展開・計画の実現化を推進します。 

また、「目標の達成状況を評価する指標」についても、継続的なモニタリングを行い、必要に応

じて計画の見直しを行うことで、計画の実効性を高めます。 
 

 

図 38 PDCAサイクルに基づく進捗管理 

  

計画（Plan）

●公共交通の現状や課題などを整理
し、計画を策定しました。

令和5年度
（2023）

評価（Check）

●施策の実施状況や目標の達成状況
を把握し、評価します。

改善（Action）

●施策の未実施要因や目標未達要因な
どを分析して改善策を検討します。

実行（Do）

●計画に基づいて、施策を実行しま
す。

計画（Plan）

●地域の状況変化や改善策の検討結果
を踏まえて次の計画を策定します。

令和6年度
（2024）

令和7年度
（2025）

令和8年度
（2026）

令和9年度
（2027）

令和11年度
（2029）

実行（Do）

実行（Do） 評価（Check）

計画（Plan） 改善（Action）

実行（Do） 評価（Check）

計画（Plan） 改善（Action）

実行（Do） 評価（Check）

計画（Plan） 改善（Action）

実行（Do） 評価（Check）

計画（Plan） 改善（Action）

〔実行（Do）〕

●計画に基づいて、施策を実行します。

〔評価（Check）〕

●施策の実施状況
を確認します。

●評価指標の達成状
況を確認します。

〔改善（Action）〕

●施策の未実施･遅
延要因を把握･分
析します。

●評価指標の達成･
未達成要因を分
析します。

●施策内容やスケ
ジュール、役割分
担などの見直しを

検討します。

●目標値の修正や、
新たな評価指標の
追加などを検討し

ます。

〔計画（Plan）〕

●改善の内容を計画に反映します。

〔
計
画
期
間
全
体
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
〕

〔年度ごとのＰＤＣＡサイクル〕

令和10年度
（2028）

実行（Do） 評価（Check）

計画（Plan） 改善（Action）
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なお、年度単位の評価および進捗管理については、地域公共交通活性化協議会の開催予定時

期なども踏まえてスケジュールを設定し、計画の円滑かつ着実な推進に努めます。 

 

［n年度］に実施する施策については、［n-2年度］の Action（改善）に基づいて［n-

1年度］前半に検討を行い、その結果を［n-1年度］の第 2回地域公共交通活性化協

議会で協議します。また、必要に応じて［n年度］の 算要望などを行います。 

 

その後、［n-1 年度］の Action（改善）を踏まえて必要に応じて施策内容を見直し、

［n年度］の第 1回地域公共交通活性化協議会で協議した上で、施策を実施します。 

 

n年度施策の実施状況や、評価指標の達成状況（毎年度数値算出が可能なもの）を確

認し、その結果を［n年度］の第 3回地域公共交通活性化協議会で協議します。 

 

Check（評価）の結果を踏まえて改善策の検討を行うとともに、必要に応じて地域公

共交通計画や［n+1年度］の施策内容の見直しを検討し、［n+1］年度の第 1回地域公

共交通活性化協議会で協議します。 

 

表 4 年度単位の評価･進捗管理スケジュールのイメージ 

 

  

4

n年度
実施施策

(n+1年度)
実施施策

(n-2)年度 (n-1)年度 n年度 (n+1)年度

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6……2 3

地域公共交通
活性化協議会

(n-2)年度
実施施策

❶

(n-1)年度
実施施策

❷ ❸ ❶ ❷ ❸ ❶

Do

Action

Do

Check

Action

Plan

Do

Check

Action

Plan

Do

(n-2)年度のActionに基
づいてn年度の施策内容
を検討します。 (n-1)年度のActionを踏

まえて必要に応じて施
策内容を見直し、n年度

施策を実施します。

評価結果を踏まえて改善策を
検討します。必要に応じて地
域公共交通や(n+1)年度の施
策内容の見直しを行います。

n年度施策の実施状
況･評価指標達成状
況を確認します。

評価
結果

事業計画
･予算

評価
結果

施策内容
（案）

事業計画
･予算

計画見直し

事業計画
･予算

施策内容
（案）

 Plan 

 Do 

 Check 

 Action 
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【資料編】 

７．公共交通の現状･問題点 

由布市では市内各地域を JR久大本線が結ぶ形で運行するほか、空港リムジンバスを含む高速バスや路線バス（亀の井バス株式会社・大分バス株式会社）や定期観光バス（九州産交バス）が運行しています。また計 31

路線のユーバス（地域内を運行する 24路線（うちデマンド運行 3路線）・スクールバス 4路線・シャトルバス 3路線）が市内を幅広く網羅する形で運行しています。 

上記の鉄道・バスに加え、タクシー（久大亀の井タクシー有限会社・有限会社庄内亀の井タクシー・第一交通株式会社・みなとタクシー株式会社）によって公共交通ネットワークが形成されています。 

 
図 39 運行路線図（市全域） 

≪凡例≫

：鉄道

：地区界

：道路網

：高速バス

：シャトルバス

：ユーバス

：スクールバス

：竹田市コミュバス

：亀の井バス(株)

：大分バス(株)

：大分交通(株)

：大分市コミュバス

：タクシー会社営業所

：デマンド区域
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(１)鉄道の概要 

①運行概要 

由布市には九州旅客鉄道が運行する久大本線があります。 

 

図 40 鉄道運行路線図 

 

表 5 JR九州路線一覧 

令和 5年 6月現在 

路線 方面 停車駅 

久大本線 由布院・豊後森・日田・久留米方面（上り） 向之原、鬼瀬、小野屋、天神山、庄内、 

湯平、南由布、由布院、 

久大本線 大分方面（下り） 由布院、南由布、湯平、庄内、天神山、 

小野屋、鬼瀬、向之原、 
資料：九州旅客鉄道 HP 

  

≪凡例≫

：鉄道

：地区界

：高速道路
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②利用状況の概要 

由布市の主要駅である由布院駅は観光客の利用者が多いため、令和 2 年以降は新型コロナウイ

ルス感染症拡大や豪雨災害の影響により大幅に利用者が減少しましたが、令和 4 年には増加して

おり回復傾向にあります。向之原駅、小野屋駅でも、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を

受けて利用者が減少しましたが、由布院駅と比較すると減少割合は小さく、令和 2 年以降の利用

者数は横ばいです。 

 

図 41 JR駅別乗客数 
 

資料：九州旅客鉄道「駅別乗車人員」（平成 30 年度～令和 4 年度） 
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由布院駅 向之原駅 小野屋駅
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(２)高速バスの概要 

由布市では、「サンライト号（長崎線）」「ゆふいん号（福岡線）」「ゆふいんライナー（空港線）」

の計 3便の高速バスが運行しています。 

表 6 高速バス路線一覧 

令和 5年 6月現在 

系統名 起点 経由地 終点 
事業許可

区分 
運行態様 実施主体 

補助事業 

の活用 

長崎線 大分新川 湯布院インター 長崎駅前 4条乗合 路線定期運行 交通事業者 なし 

福岡線 
西鉄天神高速 

バスターミナル 
玖珠インター 由布院駅前 4条乗合 路線定期運行 交通事業者 なし 

空港線 
由布院駅前 

バスセンター 
- 大分空港 4条乗合 路線定期運行 交通事業者 なし 

 

 

(３)定期観光バスの概要 

由布市では定期観光バスである「九州横断バス（熊本線）」が運行しています。 

 

表 7 定期観光バス路線一覧 

令和 5年 6月現在 

系統名 起点 経由地 終点 
事業許可

区分 
運行態様 実施主体 

補助事業 

の活用 

熊本線 熊本駅前 
由布院駅前 

バスセンター 
別府駅前本町 4条乗合 路線定期運行 交通事業者 なし 

熊本線 熊本駅前 阿蘇駅前 
由布院駅前 

バスセンター 
4条乗合 路線定期運行 交通事業者 なし 
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(４)路線バスの概要 

①運行概要 

市内の路線バスは亀の井バス株式会社と大分バス株式会社の 2社により運行されています。 

 
図 42 路線バス運行路線図（分類別） 

 

表 8 バス路線・系統一覧 

令和 5年 6月現在 

系統名 起点 経由地 終点 
事業許可
区分 

運行態様 実施主体 
補助事業
の活用 

Ｋ42 向之原駅 宗方台中央 
コンパルホール
入口 

4条乗合 
路線定期
運行 

交通事業者 なし 

Ｋ70 県庁正門前 木の上 向之原駅 4条乗合 
路線定期
運行 

交通事業者 なし 

Ｌ60 向之原駅 
国分団地・
賀来入口 

コンパルホール
入口 

4条乗合 
路線定期
運行 

交通事業者 なし 

Ｌ26 県庁正門前 
賀来入口・
大学病院 

向之原駅 4条乗合 
路線定期
運行 

交通事業者 なし 

Ｌ27 県庁正門前 
大学病院・
向之原駅 

すくすくいきい
き村 

4条乗合 
路線定期
運行 

交通事業者 なし 

Ｌ20 県庁正門前 賀来入口 大学病院 4条乗合 
路線定期
運行 

交通事業者 なし 

Ｌ24 県庁正門前 
賀来入口・
大学病院 

野田入口 4条乗合 
路線定期
運行 

交通事業者 なし 

Ｌ28 県庁正門前 
大学病院・
野田入口 

国分団地 4条乗合 
路線定期
運行 

交通事業者 なし 

Ｌ29 県庁正門前 
大学病院・
野田入口 

グリーンプラザ
北 

4条乗合 
路線定期
運行 

交通事業者 なし 

Ｌ22 県庁正門前 
賀来入口・
大学病院 

赤野 4条乗合 
路線定期
運行 

交通事業者 なし 

湯布院
線 

別府駅西口 志高 
由布院駅前バス
センター 

4条乗合 
路線定期
運行 

交通事業者 なし 

牧ノ戸
峠線 

牧ノ戸峠 
道の駅ゆふ
いん 

由布院駅前バス
センター 

4条乗合 
路線定期
運行 

交通事業者 なし 

資料：交通事業者提供データ  

≪凡例≫
：鉄道

：地区界

：道路網

：高速バス

：大分バス(株)

：亀の井バス(株)

：竹田市コミュニティバス

：大分交通(株)

：大分市コミュニティバス
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(５)タクシーの概要 

①運行概要 

市内のタクシーは久大亀の井タクシー有限会社、第一交通株式会社、みなとタクシー株式会

社、有限会社庄内亀の井タクシーの 4 社により運行されています。コロナ禍の影響により、令

和 2年、令和 3年の利用者は大きく減少したものの、令和 4年は増加傾向にある。 

図 43 タクシー営業所の位置 

 

 
図 44 タクシー利用者数（由布市） 

資料：国土交通省 九州運輸局「九州管内営業区域別タクシー輸送実績集計表」 
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≪凡例≫
：鉄道

：地区界

：道路網

：タクシー営業所
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(６)コミュニティバスの概要 

①運行概要 

コミュニティバスの運行系統（コース）及び利用状況、収支状況は次ページのとおりです。特

に庄内地域と湯布院地域で、収支率 10％未満のコース、１便あたり利用者数２人以下のコース

が多い状況です。 

 

図 45 コミュニティバス運行路線図（地区別）  

≪凡例≫
：鉄道

：地区界

：道路網

：高速バス

：コミュバス停留所

：シャトルバス

：狭間地域ユーバス

：庄内地域ユーバス

：湯布院地域ユーバス

：狭間地域スクールバス

：庄内地域スクールバス

：湯布院地域スクールバス

：デマンド区域
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表 9 コミュニティバス運行状況一覧 

令和 5年 6月現在 

 
資料：由布市資料 

  

地域 系統名 起点 経由地 終点
事業許可
区分

運行態様 実施主体
補助事業の
活用

挾
間
地
域

七蔵司コース 中台公民館 赤野 大学病院 4条乗合 路線定期運行
由布市（運行は交通
事業者に委託）

なし

北田代コース 旧西部小学校前 下来鉢 大学病院 4条乗合 路線定期運行
由布市（運行は交通
事業者に委託）

なし

片野コース 片野 挾間庁舎 大学病院 4条乗合 路線定期運行
由布市（運行は交通
事業者に委託）

なし

朴木コース 奥詰 栗の木 大学病院 4条乗合 路線定期運行
由布市（運行は交通
事業者に委託）

なし

筒口コース 三国境 谷馬籠 大学病院 4条乗合 路線定期運行
由布市（運行は交通
事業者に委託）

なし

下詰コース そうず川 赤野 大学病院 4条乗合 路線定期運行
由布市（運行は交通
事業者に委託）

なし

時松コース 時松公民館 挾間庁舎 大学病院 4条乗合 路線定期運行
由布市（運行は交通
事業者に委託）

なし

南田代コース 田代公民館 下来鉢 大学病院 4条乗合 路線定期運行
由布市（運行は交通
事業者に委託）

なし

酒野コース 桑鶴入口 向原駅 大学病院 4条乗合 路線定期運行
由布市（運行は交通
事業者に委託）

なし

庄
内
地
域

平石コース 立石三差路 瓜生田
バリュー庄内
店

4条乗合 路線定期運行
由布市（運行は交通
事業者に委託）

なし

上切畑コース 上切畑 瓜生田
バリュー庄内
店

4条乗合 路線定期運行
由布市（運行は交通
事業者に委託）

なし

みの草コース みの草 庄内駅前 庄内庁舎 4条乗合 路線定期運行
由布市（運行は交通
事業者に委託）

なし

小挾間・柚の木コース 堺 小野屋駅 ほのぼの温泉 4条乗合 路線定期運行
由布市（運行は交通
事業者に委託）

なし

阿蘇野コース 岩下 鹿倉 小野屋駅前 4条乗合 路線定期運行
由布市（運行は交通
事業者に委託）

フィーダー
補助

長野コース 中尾四差路 瓜生田
バリュー庄内
店

4条乗合 路線定期運行
由布市（運行は交通
事業者に委託）

なし

小袋コース 小袋 庄内駅前
バリュー庄内
店

4条乗合 路線定期運行
由布市（運行は交通
事業者に委託）

なし

大津留コース 石原 みどり団地前 ほのぼの温泉 4条乗合 路線定期運行
由布市（運行は交通
事業者に委託）

なし

庄内デマンドコース ー ー ー 4条乗合 路線定期運行
由布市（運行は交通
事業者に委託）

なし

スクールバス大津留
コース

北大津留 小野屋駅前 庄内庁舎 4条乗合 路線定期運行
由布市（運行は交通
事業者に委託）

フィーダー
補助

スクールバス阿蘇野
コース

所小野 鹿倉 小野屋駅前 4条乗合 路線定期運行
由布市（運行は交通
事業者に委託）

フィーダー
補助

湯
布
院
地
域

水地コース 水池上 渡司 岩男病院前 4条乗合 路線定期運行
由布市（運行は交通
事業者に委託）

なし

下津々良コース 馬渡橋上 南由布駅前 岩男病院前 4条乗合 路線定期運行
由布市（運行は交通
事業者に委託）

なし

畑倉コース 小ヶ倉トンネル下前徳野中 岩男病院前 4条乗合 路線定期運行
由布市（運行は交通
事業者に委託）

なし

塚原コース 竹内牧場 岩男病院前
由布院駅前バ
スセンター

4条乗合 路線定期運行
由布市（運行は交通
事業者に委託）

なし

奥江コース 奥江 温水園入口 岩男病院前 4条乗合 路線定期運行
由布市（運行は交通
事業者に委託）

なし

湯平コース 中山 湯平駅前 健康温泉館前 4条乗合 路線定期運行
由布市（運行は交通
事業者に委託）

なし

スクールバス湯平コー
ス

中山 湯平駅前
由布院駅前バ
スセンター

4条乗合 路線定期運行
由布市（運行は交通
事業者に委託）

なし

スクールバス塚原コー
ス

竹内牧場 岩男病院前 湯布院中学校 4条乗合 路線定期運行
由布市（運行は交通
事業者に委託）

なし

シ
ャ
ト
ル
バ
ス

シャトルコース（挾間
⇔庄内）

大学病院 挾間中学校入口庄内庁舎 4条乗合 路線定期運行
由布市（運行は交通
事業者に委託）

フィーダー
補助

シャトルコース（庄内
⇔湯布院）

庄内庁舎 馬渡 健康温泉館前 4条乗合 路線定期運行
由布市（運行は交通
事業者に委託）

なし

シャトルコーススクー
ル石城系統

七蔵司 大学病院 庄内庁舎 4条乗合 路線定期運行
由布市（運行は交通
事業者に委託）

なし



58 

②利用状況・財政負担等の概要 

利用者数（輸送人員）はコロナ禍の影響により令和 2年度以降、徐々に減少しています。 

また、運送費用は横ばいであるものの、コロナ禍の影響による利用者減少のため、収支率は

6％前後となっています。 

 

 

図 46 利用者数と財政負担額 
資料：由布市コミュニティバス運行実績（平成 30 年～令和 4 年） 

 

 

図 47 収支の状況 
資料：由布市コミュニティバス運行実績（平成 30 年～令和 4 年） 
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③地区別利用状況等 

挾間地域はコミュニティバスの利用が約 5千人/年、庄内地域ではスクールバスよりもコミュ

ニティバスの利用の方が多く、湯布院地域ではスクールバスが約 6千人/年と多い状況となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

図 48 輸送人員(令和 3年 10月～令和 4年 9月) 
資料：由布市コミュニティバス運行実績（令和４年） 

表 10 地区別公共交通人口カバー率 

地区名 人口区分 人口（人） カバー人口（人） 割合 
由布市 総人口 33,741 33,361 98.9% 

65歳以上人口 11,698 11,578 99.0% 
挾間地域 総人口 17,646 17,643 100.0% 

65歳以上人口 5,109 5,109 100.0% 
庄内地域 総人口 6,637 6,604 99.5％ 

65歳以上人口 3,146 3,136 99.7% 
湯布院地域 総人口 9,458 9,114 96.4％ 

65歳以上人口 3,443 3,333 96.8% 
※人口 500ｍメッシュ、鉄道駅 1kｍ以内、バス停 500ｍ以内 

 
資料：[人口]令和 2 年 国勢調査、[鉄道]令和 4 年度 国土数値情報、 

[バス停位置]由布市提供資料、令和 4 年度 国土数値情報 

 

(７)地域の輸送資源 

由布市には（1）～（6）に加えて、以下輸送資源があります。 

①スクールバス 

廃校により遠距離通学・通園となった児童・園児を送迎するスクールバスを運行しています。 

②介護保険・介護予防（通所系）サービス提供事業所による送迎 

総合事業対象者や要支援・要介護認定者を対象に、自宅と通所系サービス提供事業所（デイサ

ービスや通所リハビリテーション等）間の送迎サービスを提供しています。 

③介護保険サービス（訪問介護事業所）の通院、外出支援 

要介護認定を受けた方を対象に、通院等の移動支援を始めとしたサービスを提供しています。 

③旅館の送迎 

湯布院地域の旅館宿泊者を対象に、バス・JR 等の拠点となる施設と旅館間の送迎サービスを

提供しています。 

④有償ボランティア 

自立した生活の維持が困難な高齢者を対象に、生活支援を行う有償ボランティアサービスを

提供しています。（移動支援のみの利用は不可） 

（人）

5,355

2,650

2,549

1,792

6,066

9,231

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

挾間地域

庄内地域

湯布院地域

シャトルバス

コミュニティバス スクールバス シャトルバス



60 

(８)公共交通空白地域 

由布市の公共交通人口カバー率は 98.9％です。65 歳以上に限ると市全体人口の 99％が公共交

通でカバーできており、地域によって大きなバラつきはないものの、挾間地域は 100％を公共交通

でカバーできているのに対して、湯布院地域は 96％と市内の中ではやや低い傾向がみられます。 

 
※人口 500ｍメッシュ、鉄道駅 1km 以内、バス停 500m 以内 

図 49 公共交通人口カバー率 

 

表 11 地区別公共交通人口カバー率 

地区名 人口区分 人口（人） カバー人口（人） 人口カバー率 

由布市 
総人口 33,741 33,361 98.9% 

65歳以上人口 11,698 11,578 99.0% 

挾間地域 
総人口 17,646 17,643 100.0% 

65歳以上人口 5,109 5,109 100.0% 

庄内地域 
総人口 6,637 6,604 99.5％ 

65歳以上人口 3,146 3,136 99.7% 

湯布院地域 
総人口 9,458 9,114 96.4％ 

65歳以上人口 3,443 3,333 96.8% 
※人口 500ｍメッシュ、鉄道駅 1kｍ以内、バス停 500ｍ以内 

 
資料：[人口]令和 2 年 国勢調査、[鉄道]令和 4 年度 国土数値情報、 

[バス停位置]由布市提供資料、令和 4 年度 国土数値情報 
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８．地域公共交通に関する利用実態調査 

(１)ユーバス利用者アンケート調査 

①調査の概要 

○由布市内を運行するコミュニティバスのうち、1便平均が 2.0人以下の 11コースを対象に、

調査員 1名による乗り込み調査を実施し、37票を回収（時松：10票、奥江：4票、みの草：

4票、小挾間・柚の木：3票、大津留：7票、（ス）阿蘇野：8票、上切畑：1票） 

○設問項目（概要） 

・属性（年齢） 

・利用実態（利用目的・運行実績・改善要望） 

 

②調査結果（全体） 

利用者は 65歳以上が約 8割を占め、高齢者の需要が大半を占めています。少数ながら中高生

の利用もみられ、スクールバスを週 5日通学手段として利用していることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コミュニティバスの改善点・要望として、特に 65歳以上の高齢者から、運行の継続やバスの

増便に対する要望があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 52 コミュニティバスの改善点・要望 
 
 

 

 

  

図 50 年齢 図 51 利用目的 
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③調査結果（挾間地域） 

回答者は全員が 65歳以上であり、買い物、通院を目的として利用されています。 

利用者は少ないが、イオン挾間店をはじめとして、買い物、通院など高齢者の生活の移動手段

となっていることが想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 53 利用目的 

 

大学病院の区間まで利用されることはなく、主に時松～イオン挾間店までの区間で利用され

ることが多く見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

図 55 時松コース乗 バス停（往路） 

図 54 乗 バス停 図 56 時松コース乗 バス停（復路） 
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④調査結果（庄内地域） 

利用者は高齢者が多いものの、スクールバスを中心に若い利用者も確認できます。 

病院・買い物を目的として利用されることが多いが、大津留は通勤、（ス）阿蘇野は通学を目

的として利用する利用者がみられ、生活の移動手段となっていることが想定されます。 

本調査において、いずれのコースにも利用者の確認できない区間があります。 

 

 

 

 

 

 
 

図 57 コース別利用者年齢 

 

 

 

 

 

 

 

図 58 利用目的 

いずれのコースにも利用されていない区間が存在するが、上切畑コースや小挾間・柚の木コ

ースの復路では利用者の確認ができなかった区間が比較的広い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 59 乗 バス停 
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図 60 みの草コース乗 バス停（往路） 図 61 みの草コース乗 バス停（復路） 

図 62 小挾間・柚の木コース 
乗 バス停（往路） 

図 63 小挾間・柚の木コース 
乗 バス停（復路） 

図 64 大津留コース乗 バス停（往路） 図 65 大津留コース乗 バス停（復路） 

図 66 （ス）阿蘇野コース 
乗 バス停（復路）（往路） 

図 67 （ス）阿蘇野コース 
乗 バス停（復路） 

図 68 上切畑コース 
乗 バス停（往路） 
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⑤調査結果（湯布院地域） 

回答者は全員が 65歳以上であり、主に買い物、通院を目的として利用されています。 

利用者は少ないものの、当該路線を利用することを前提に外出の予定を組む利用者もおり、

高齢者の重要な生活の移動手段となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

図 69 利用目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 70 乗 バス停 

図 71 奥江コース乗 バス停（往路）     図 72 奥江コース乗 バス停（復路） 
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(２)高校生・中学３年生保護者アンケート調査 

①調査の概要 

○由布高校の生徒及び由布市在住の中学生の保護者にアンケート調査を実施 

○高校生：168票、中学生保護者：48票（うち 3票は地域不明のため除く）  

○設問項目（概要） 

 ・通学の移動実態 

 ・公共交通の利用有無、利用実態、改善要望 など 

 

②調査結果（高校生） 

庄内地域は通学時に公共交通を利用する割合が非常に少なく、自転車や家族の送迎で移動して

いることがわかります。 

雨天時も公共交通に通学手段を切り替えることなく、家族の送迎で通学しています。 

湯布院地域は他 2地域と比較し、通学手段として JRを利用する生徒が多く見られます。 

いずれの地域においても、晴天時は徒歩や自転車での通学が一定数確認できる一方で、雨天時

には家族の送迎による通学が増加しています。 

 

図 73 通学時の公共交通利用の有無 

 

図 74 通学・部活以外の公共交通利用の有無 
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図 75 通学時の移動手段（晴天時） 

 

 

図 76 通学時の移動手段（雨天時） 

 

公共交通を利用する生徒は、公共交通に対する不満としてバスや鉄道の便数が少ないと回答

しています。 

公共交通を利用しない生徒は利用しない理由として、徒歩や家族の送迎で移動が可能である

ため公共交通を必要としていないと回答しています。 

 

図 77 公共交通に対する不満（公共交通利用者） 
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図 78 公共交通を利用しない理由（公共交通非利用者） 

 

③調査結果（中学生保護者） 

公共交通の利用は進学先の選択にも影響を与え、特に挾間地域では 8 割以上が公共交通（鉄

道）で通学できることを前提として進学先を選ぶと回答しています。 

 

 

図 79 通学時の移動手段 

 

 

図 80 進学先の公共交通利用想定 
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公共交通を利用する生徒は、公共交通に対する不満としてバスや鉄道の便数が少ないと回答

しています。 

公共交通を利用しない生徒は利用しない理由として、徒歩や家族の送迎で移動が可能である

ため公共交通を必要としていないと回答しています。 

 

 

図 81 公共交通に対する不満（公共交通利用 定者） 

 

 

 

図 82 公共交通を利用しない理由（公共交通非利用 定者） 
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９．前回由布市地域公共交通網形成計画の評価 

(１)目標（評価指標）の達成状況 

前回の由布市地域公共交通網形成計画で位置付けられた目標（評価指標）の達成状況は次頁の通りとなり、目標達成は 11 指標中 3 指標で、改善はしているものの目標を達成していない指標は 2 指標、5 指標について

は計画策定時よりも悪化しています。（1指標はデータ未公表） 

表 12 前回網計画の評価指標達成状況（1/2） 

 
※１：1日あたりの駅別乗車人員数 平成28年より各駅の年間乗降車人数が非公表のため、駅別乗車人員数より算出 

※２：[人口]令和2年 国勢調査 500mメッシュ、[鉄道]令和4年度 国土数値情報、[バス停位置]由布市資料、令和4年度 国土数値情報 を使用して算出 
※３：平成 28 年度のタクシー利用者数に熊本地震による影響が見受けられたため、平成 27 年度の値を現況値に設定 
※評価：「○」目標達成、「△」目標未達成だが計画策定時より改善、「×」目標未達成で計画策定時より悪化  

次期計画の

関連評価指標
次期計画への反映評価コメント評価実績値

参考値
（R1）

目標値
（H34）

現況値
（従前値）

指標

地域内公共交通ユー
バスの年間利用者数

反映する

人口減少に加えて、新型コロナウイ
ルスの影響による感染リスクを意識
した外出控え、テレワークへの転換、
自家用車の使用等の行動の変化が
あったのではないかと推察される。

×
27,643 人/年

［R4］
38,276 人/年

［R1］
51,700 人/年以上

44,572 人/年
［H28］

ユーバスなど地域内公共
交通の年間利用者数

(1)「地域連携」・
「公共交通モード
間連携」による市
内外をつなぐ広域
交通ネットワーク
の創出

各地域の拠点JR 駅
の乗車人数

反映する
※庄内駅を同庄内地域の
小野屋駅に変更

上記理由や新型コロナウイルス感染
防止のため、広域な移動が減少した
と推察される。

×
627,800人/年

［R4］
（860人/日）※1

748,250 人/年
［R1］

(1,025人/日)※1
1,423,000人/年以上

935,248 人/年
［H27］

由布院駅

各地域の拠点JR 
駅の乗 客数

ー公表なし公表なし66,000 人/年以上
80,515 人/年

［H27］
庄内駅

×
408,800人/年

［R4］
（560人/日）※1

470,850 人/年
［R1］

(645人/日)※1
512,000 人/年以上

467,498 人/年
［H27］

向之原駅

ー

反映しない
※湯布院地域の別荘地エ
リアが空白エリアとなっ
ていることが要因で今後
の改善が見込めないため

運行形態の見直し等によカバー率は
向上しているものの、目標の100％に
は到達していない。

△
98.9%
※2

－100％
98.7％
［H27］

由布市における公共交通
の人口カバー率

(2) 利用者ニーズ
に対応した公共交
通の利用環境整備

ー反映しない目標の10％未満を達成した。〇
6.5％
［R5］

－10％未満
10％

［H29］

「外出に利用できる公共

交通がない」と評価する

自治会長の割合

ー反映しない目標の1駅を達成した。〇1駅－1駅
0駅

［H29］
JR 鉄道駅のバリアフ
リー化整備箇所数

タクシー利用者数反映する

人口減少や新型コロナウイルス感染
拡大の影響、ドライバー不足により
すべての 約に対応できていない状
況等から、減少したと推察される。

×
320,104人/年

［R4］
450,336 人/年

［R1］
665,000 人/年以上

556,497 人/年
［H27］※3

タクシー利用者数

×
27,643 人/年

［R4］
38,276 人/年

［R1］
51,700 人/年以上

44,572 人/年
［H28］

ユーバスなど地域内公共
交通の年間利用者数

×
627,800人/年

［R4］
（860人/日）※1

748,250 人/年
［R1］

(1,025人/日)※1
1,423,000人/年以上

935,248 人/年
［H27］

由布院駅

各地域の拠点JR 
駅の乗 客数

ー公表なし公表なし66,000 人/年以上
80,515 人/年

［H27］
庄内駅

×
408,800人/年

［R4］
（560人/日）※1

470,850 人/年
［R1］

(645人/日)※1
512,000 人/年以上

467,498 人/年
［H27］

向之原駅

■：再掲 
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表 13 前回網計画の評価指標達成状況（2/2） 

 
※１：1日あたりの駅別乗車人員数 平成28年より各駅の年間乗降車人数が非公表のため、駅別乗車人員数より算出 
※２：[人口]令和2年 国勢調査 500mメッシュ、[鉄道]令和4年度 国土数値情報、[バス停位置]由布市資料、令和4年度 国土数値情報 を使用して算出 
※３：平成 28 年度のタクシー利用者数に熊本地震による影響が見受けられたため、平成 27 年度の値を現況値に設定 

※評価：「○」目標達成、「△」目標未達成だが計画策定時より改善、「×」目標未達成で計画策定時より悪化 

 

次期計画の

関連評価指標

次期計画

への反映
評価コメント評価実績値

参考値
（R1）

目標値
（H34）

現況値
（従前値）

指標

関係機関との連携した取
組み数

反映する目標の6事業を達成した。○6事業－6事業以上0事業［H29］
ユーバスなど地域内公共交通と
連携した市の各種ソフト事業の
実施数

(3) 公共交通の
利用促進

×
27,643 人/年

［R4］
38,276 人/年

［R1］
51,700 人/年以上

44,572 人/年
［H28］

ユーバスなど地域内公共交通の
年間利用者数

×
320,104人/年

［R4］
450,336 人/年

［R1］
665,000 人/年以上

556,497 人/年
［H27］※3

タクシー利用者数

×
627,800人/年

［R4］
（860人/日）※1

748,250 人/年
［R1］

(1,025人/日)※1
1,423,000人/年以上

935,248 人/年
［H27］

由布院駅

各地域の拠点JR 
駅の乗 客数

ー公表なし公表なし66,000 人/年以上
80,515 人/年

［H27］
庄内駅

×
408,800人/年

［R4］
（560人/日）※1

470,850 人/年
［R1］

(645人/日)※1
512,000 人/年以上

467,498 人/年
［H27］

向之原駅

便平均2人未満のユーバス
路線数

反映する

目標には届かなかったものの、1割程
度の改善が見られる。人口減少や新型
コロナウイルスの影響による利用者減
少が要因と推察される。

△
18.5％
［R3］

22.7％［R1］50％以上
11.9％
［H28］

１日あたりの乗 客数が２人以
上のバス停が全バス停数に占め
る割合

(4) みんなで公
共交通を創 り上
げ・守り・育て
るという「共
創」の気運の醸
成と公共交通の
総合的な維持

ユーバスの市民１人あた
り財政負担額

反映する
利用者の減少傾向により、一人当たり
の財政負担額は悪化している。

×
2,780円/人

［R4］
1,944 円/人［R1］1,510 円/人以下

1,510 円/人
［H28］

ユーバスなどの利用者
１人あたり財政負担額

×
27,643 人/年

［R4］
38,276 人/年［R1］51,700 人/年以上

44,572 人/年
［H28］

ユーバスなど地域内公共交通の
年間利用者数

×
320,104人/年

［R4］
450,336 人/年

［R1］
665,000 人/年以上

556,497 人/年
［H27］※3

タクシー利用者数

×
627,800人/年

［R4］
（860人/日）※1

748,250 人/年
［R1］

(1,025人/日)※1
1,423,000人/年以上

935,248 人/年
［H27］

由布院駅

各地域の拠点JR 
駅の乗 客数

ー公表なし公表なし66,000 人/年以上
80,515 人/年

［H27］
庄内駅

×
408,800人/年

［R4］
（560人/日）※1

470,850 人/年
［R1］

(645人/日)※1
512,000 人/年以上

467,498 人/年
［H27］

向之原駅

■：再掲 
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(２)結果分析・今後の対応 

（１）目標（評価指標）の達成状況で整理した結果を受けて、以下の通り要因分析及び今回計画

策定時への対応を整理しました。 

 

① 「地域連携」・「公共交通モード間連携」による市内外をつなぐ広域交通ネットワーク
の創出 

評価指標としては、「地域内の公共交通年間利用者数」及び「鉄道駅の乗降客数」を設定してい

ました。由布市人口は年々減少しており、令和 2 年度からは新型コロナウイルス感染症の感染拡

大から外出控えが確認されたことが大きく影響して、住民の行動に変化（テレワークへの転換、自

家用車の使用等）があったことが推察されます。これにより、評価指標である地域内外の公共交通

利用者数は減少し、目標達成に至りませんでした。 

なお、平成 28年より鉄道駅の利用実態データの公表方法に変更があり、各駅の年間乗降車人数

が非公表のため、上位 300 駅の駅別乗車人員数よりデータを算出しております。庄内駅において

は令和 3年度データでは公表がされておりません。 

今回計画策定時への評価指標に関しては、「ユーバスなど地域内公共交通の年間利用者数」は目

標未達のため、継続的な目標達成のための取組みが必要と考えます。ただし、前回計画策定時の目

標値が高水準であったことから実績値と大きな乖離が生じたため、今後、目標値を設定する際に

は、社会情勢を考慮した指標設定のうえ、現実的な目標値を設定することにします。「各地域の拠

点 JR駅の乗降客数」に関しては、評価指標として社会情勢変化等を十分考慮した上で、実現可能

な数値となるよう目標値を設定し、公表データ（駅別乗車人員）を用いて評価していきます。庄内

地域においては、庄内駅のデータが公表されていないため、小野屋駅で評価することとします。 

 

② 利用者ニーズに対応した公共交通の利用環境整備 

評価指標としては、「①「地域連携」・「公共交通モード間連携」による市内外をつなぐ広域交通

ネットワークの創出」の評価指標に加えて、「公共交通の人口カバー率」「自治会長の評価」「鉄道

駅のバリアフリー化整備箇所数」「タクシー利用者数」を設定していました。「公共交通の人口カ

バー率」は目標未達であるものの、湯布院地域の別荘地エリアが空白エリアとなっていることが

要因です。当該エリアの移動需要は不定期であり、自家用車での移動を前提とした郊外エリアで

あるため、公共交通サービスの必要性が低い状況です。よって、今後の改善が見込めないため、目

標値の 100％に課題があった認識であり、概ね達成と判断いたします。 

「自治会長の評価」「鉄道駅のバリアフリー化整備箇所数」は目標を達成しており、今後も継続

的に評価を低下させないよう、注視していきます。 

「タクシー利用者数」は人口減少、新型コロナウイルス感染症の感染拡大から外出控えが大き

く影響して、目標未達となりました。住民や観光客の行動変化が大きな要因と推察されます。前回

計画策定時の目標値が高水準であったことから実績値と大きな乖離が生じたため、本計画におい

ては、社会情勢変化等を十分考慮した上で、実現可能な数値となるよう目標値を設定します。 
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③ 公共交通の利用促進 

評価指標としては、「①「地域連携」・「公共交通モード間連携」による市内外をつなぐ広域交通

ネットワークの創出」、「②利用者ニーズに対応した公共交通の利用環境整備」の評価指標に加え

て、「ユーバスなど地域内公共交通と連携した市の各種ソフト事業の実施数」を設定していました。 

「ユーバスなど地域内公共交通と連携した市の各種ソフト事業の実施数」は目標の 6 事業を実

施しており、目標達成となりました。本計画でも評価指標に採用し、継続的に公共交通と関連する

事業は連携しながら、公共交通の活性に注力していきます。 

 

④みんなで公共交通を創り上げ・守り・育てるという「共創」の気運の醸成と公共交通の
総合的な維持 

評価指標としては、「①「地域連携」・「公共交通モード間連携」による市内外をつなぐ広域交通

ネットワークの創出」、「②利用者ニーズに対応した公共交通の利用環境整備」の評価指標に加え

て、「1 日あたりの乗降客数が 2 人以上のバス停が全バス停数に占める割合」、「ユーバスなどの利

用者 1人あたり財政負担額」を設定していました。 

「1 日あたりの乗降客数が 2 人以上のバス停が全バス停数に占める割合」は目標未達であるも

のの、1割程度の改善が見られました。人口減少や新型コロナウイルスの影響による利用者減少が

要因と推察されます。 

「ユーバスなどの利用者 1 人あたり財政負担額」は利用者の減少が影響し、目標未達となりま

した。利用者の減少により、1人当たりの財政負担額は悪化しており、今後も人口減少、利用者減

少が継続する場合、1人当たりの財政負担額が増加することが懸念されます。 

上記 2 つの評価指標については、前回計画策定時の目標値が高水準であったことから実績値と

大きな乖離が生じたため、評価指標として設定する場合には、目標値設定おいて、社会情勢変化等

を十分考慮した上で、実現可能な数値となるよう留意が必要です。また、「1 日あたりの乗降客数

が 2 人以上のバス停が全バス停数に占める割合」は、バス停別に評価するのではなく、便あたり

で評価する「便平均 2人未満のユーバス路線数」を指標とします。「ユーバスなどの利用者 1人あ

たり財政負担額」は、利用者 1 人あたりではなく、由布市民 1 人あたりの財政負担額にて評価す

ることとします。 
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１０．解決すべき課題 

由布市の地域特性や公共交通の現状、公共交通に求められる役割などを踏まえ、地域が目指す

将来像の実現に向けて地域公共交通のなかで解決すべき課題を以下のとおり整理しました。 

住民生活に必要となる支線（自宅～生活拠点等）の持続性確保・維持が
課題

➢ コミュニティバスは主に高齢者が市の中心部、生活拠点へ買物、通院等
へ行くための日常的な交通手段として利用されてます。

➢ 今後、高齢者の免許返納等も踏まえ、移動手段の確保は必須であり、収
支率の改善が必要なコースの見直しも課題です。

➢ 現状、路線ルートや運行ダイヤを不便に感じる利用者が一定数存在する
ため、利用者のニーズを踏まえ、実態に即した運行ダイヤや運行ルート
の見直しが必要です。

➢ 自宅からバス停が遠く、既存の交通サービスに対する不満もあるため、
バス停位置等を見直す必要があります。

➢ 輸送人数を考慮して、ダウンサイジングなど、バスとタクシーの位置づ
けを明確化する必要があります。

➢ 利用特性や公共交通に対するニーズ・不満が地域（挾間地域・庄内地
域・湯布院地域）によって異なるため、需要を的確に把握し、それに応
じた公共交通サービスが求められます。

➢ ドライバーの高齢化、人手不足が深刻で、2024年問題でドライバーの労
働時間制限が厳しくなるなど、利用需要があるにも関わらず、移動サー
ビスの“担い手”が十分に確保できなくなる可能性があります。

➢ 多様性・地域特性を考慮した公共交通ネットワークの持続性を確保する
仕組みづくりが課題

市外・県外を結ぶ広域幹線・地域内幹線と支線との連携によるアクセス・
利便性向上

➢ 通勤通学では大分市など隣接する市外とのアクセス向上（ＪＲ、路線バ
ス等）、観光面では福岡市など県外とのアクセス向上（ＪＲ特急、高速
バス等）のため、主要な交通拠点との接続性（運行ダイヤ）を強化する
ことが課題です。

➢ 路線バスの効果的な活用や利用促進により持続性を確保し、公共交通
ネットワーク全体としての持続性向上につなげていくことを考える必要
があります。

➢ 高速バスは観光客の来訪手段として重要な役割を担っており、コロナ禍
で落ち込んだ観光客の増加を見据えた対応が必要です。

➢ 主要な交通拠点は交通結節点としての乗換機能強化を図るなど、利便性
向上が課題です。

➢ 公共交通の市民意識の醸成

➢ 第二次由布市総合計画「みんなで守り育てる公共交通活性化プロジェク
ト」を踏まえ、市民意識の醸成が課題です。

➢ 現状、日常の移動手段は自家用車が中心であり、高校生等の通学も家族
の自家用車送迎が中心です。

➢ 市民が公共交通の維持確保に向けて、公共交通の利用促進に係る意識醸
成が課題です。
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